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ご挨拶

代表取締役 執行役員社長

2

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り、厚
く御礼申しあげます。

このたび、第19回定時株主総会を６月19日（金曜日）
に開催する運びとなりましたので、ここに「招集ご通
知」をお届けいたします。

本書面には、本定時株主総会の各議案のほか、当社グ
ループの事業活動についても掲載しておりますので、
ご一読賜りますようお願い申しあげます。

近年、宇宙を取り巻く環境は大きく変化しており、宇
宙はもはや夢やロマンの対象にとどまらず、ビジネス
の実践の場として急速に発展しております。当社グル
ープは、日本初の商業通信衛星の打ち上げ以来、静止
軌道衛星や地上局等のアセットを長年にわたり安定的
に運用し、放送・通信インフラの提供を通じて社会の
安心・安全を支えてまいりました。更に、こうしたイ
ンフラ運用の知見を基盤に、宇宙事業では安全保障分
野における事業機会の拡大を図るとともに、地上局を
生かしたサービス展開や低軌道地球観測衛星群（コン
ステレーション）の自社保有など、インフラを起点と
した新たな挑戦にも積極的に取り組んでおります。ま
た、メディア事業では光再送信サービスやメディアソ
リューションなど新たな収益源の拡充に向けた取り組
みを進めております。

今後も、変化する社会や市場からの要請を的確に捉え
ながら、当社グループの強みを生かした経営を通じ
て、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援を賜
りますよう、よろしくお願い申しあげます。



証券コード9412
2026年６月３日

（電子提供措置の開始日2026年５月28日）
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株 主 各 位
東京都港区赤坂一丁目８番１号

代表取締役執行役員社長 米倉 英一

第19回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本定時株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、当社ウェブサイトに「第19回

定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」として掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.skyperfectjsat.space/ir/stockinfo/meeting/

また、以下のウェブサイトにも掲載しております。

ネットで招集
https://s.srdb.jp/9412/

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

東京証券取引所ウェブサイトにて閲覧される場合には、上記ウェブサイトに接続して、当社
名または証券コード「9412」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択
の上、ご覧ください。

当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等（「スマート行使」を含み、以下同
じ）により事前に議決権を行使することもできますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検
討の上、５頁の「事前の議決権行使についてのご案内」にしたがって、2026年６月18日（木
曜日）午後５時30分までにご行使いただきますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１ 日 時 2026年６月19日（金曜日）午前10時（受付開始予定：午前９時30分）

２ 場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番４号
The Okura Tokyo（オークラ東京）
オークラ プレステージタワー２階「オーチャード」
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３ 目的事項 報告事項 1． 第19期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

2． 第19期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 取締役10名選任の件
第2号議案 取締役の報酬等の額（譲渡制限付株式の付与のための

報酬額を含む）改定の件

４ そ の 他 （１）電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の
規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に
は記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監
査対象書類を監査しております。
①連結計算書類の連結注記表
②計算書類の個別注記表

（２）書面とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インタ
ーネット等による議決権行使を有効な議決権行使として取り扱うものとさ
せていただきます。また、インターネット等により議決権を複数回行使さ
れた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱うもの
とさせていただきます。

（３）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示がない
場合は、賛成の表示があったものとして取り扱うものとさせていただきま
す。

以 上



事前の議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席される場合

以下のいずれかの方法により、事前に議決権をご行使いただくことも可能です。

「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください（ご捺印は不要です）。

2026年６月19日（金曜日）午前１０時（受付開始予定：午前９時30分）

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

ご不明な点は、株主名簿管理人である【みずほ信託銀行 証券代行部】（以下）までお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-768-524（午前９時から午後９時まで）

◆「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先について ◆

The Okura Tokyo（オークラ東京） オークラ プレステージタワー2階「オーチャード」
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご覧ください。）

日時

場所

機関投資家の皆さまへ

行使期限

行使期限

行使期限

2026年6月18日（木曜日）
午後５時30分まで

2026年6月18日（木曜日）
午後５時30分まで

2026年6月18日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

※詳細については6頁をご覧ください。

インターネットによるご行使

書面によるご行使

スマートフォン等を利用し、議決権行使書用紙
の右下に記載された「QRコード」を利用し、議
決権をご行使ください。

パソコン等から議決権行使ウェブサイトに
アクセスし、議決権をご行使ください。

㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラット
フォームより議決権を行使いただけます。

同封の議決権行使書用紙に各議案に対
する賛否をご表示の上、切手を貼らずに
ご投函ください。

※詳細については6頁をご覧ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録

商標です。

事前の議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席される場合

以下のいずれかの方法により、事前に議決権をご行使いただくことも可能です。

「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください（ご捺印は不要です）。

2026年６月19日（金曜日）午前１０時（受付開始予定：午前９時30分）

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

ご不明な点は、株主名簿管理人である【みずほ信託銀行 証券代行部】（以下）までお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-768-524（午前９時から午後９時まで）

◆「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先について ◆

The Okura Tokyo（オークラ東京） オークラ プレステージタワー2階「オーチャード」
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご覧ください。）

日時

場所

機関投資家の皆さまへ

行使期限

行使期限

行使期限

2026年6月18日（木曜日）
午後５時30分まで

2026年6月18日（木曜日）
午後５時30分まで

2026年6月18日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

※詳細については6頁をご覧ください。

インターネットによるご行使

書面によるご行使

スマートフォン等を利用し、議決権行使書用紙
の右下に記載された「QRコード」を利用し、議
決権をご行使ください。

パソコン等から議決権行使ウェブサイトに
アクセスし、議決権をご行使ください。

㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラット
フォームより議決権を行使いただけます。

同封の議決権行使書用紙に各議案に対
する賛否をご表示の上、切手を貼らずに
ご投函ください。

※詳細については6頁をご覧ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録

商標です。

株主様へのご案内

事前質問の受付
事前に本定時株主総会の目的事項に関わるご質問をお受けいたします。
受付時間：2026年６月３日（水曜日）午前10時から2026年６月11日（木曜日）午後５時30分まで
受付方法：以下の方法からアクセスいただき、以降は画面の案内に従ってご入力ください。

①スマートフォン等で入力する場合
議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「QRコード」を読み取ってください。

②パソコン等で入力する場合
「スマートSR」URL（https://smart-sr.m041.mizuho-tb.co.jp/SA）より議決権行使書用紙の
副票（右側）に記載された「議決権行使コード」、「パスワード」をご入力し、ログインしてください。

株主の皆さまの関心の高いと思われるご質問につきまして、本定時株主総会で回答させていただく予定です。
なお、全てのご質問に回答するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
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「スマート行使」によるご行使

１

２

３

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによるご行使
「議決権行使コード」、「パスワード」をご入力することなく、議決
権行使ウェブサイトにログインすることができます。

以下の議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
( https://soukai.mizuho-tb.co.jp/ )

議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「議決
権行使コード」、「パスワード」を入力し、ログインして
ください。

新しい「パスワード」を設定ののち、ご投票メニューへ移
行いたします。

議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された
「QRコード」を読み取り、「議決権行使サイトへ」
ボタンを押してください。

※スマートフォンの機種により「QRコード」でのログインができない場合
があります。

「スマート行使」により一度議決権を行使した後で行使内容を変更する場
合は、再度「QRコード」を読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権
行使コード」、「パスワード」をご入力いただく必要があります。

インターネット等による議決権行使のご案内

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.

2.

3.

4.

○○○○○○○

）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年 ×月××日

見本見本

インターネット等による議決権行使のご案内

株主総会にご出席される場合

「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください（ご捺印は不要です）。

2026年６月19日（金曜日）午前１０時（受付開始予定：午前９時30分）

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

ご不明な点は、株主名簿管理人である【みずほ信託銀行 証券代行部】（以下）までお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-768-524（午前９時から午後９時まで）

◆「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先について ◆

The Okura Tokyo（オークラ東京） オークラ プレステージタワー2階「オーチャード」
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご覧ください。）

日時

場所

機関投資家の皆さまへ

行使期限

行使期限

行使期限

2026年6月18日（木曜日）
午後５時30分まで

2026年6月18日（木曜日）
午後５時30分まで

2026年6月18日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

※詳細については 頁をご覧ください。

インターネットによるご行使

書面によるご行使

スマートフォン等を利用し、議決権行使書用紙
の右下に記載された「QRコード」を利用し、議
決権をご行使ください。

パソコン等から議決権行使ウェブサイトに
アクセスし、議決権をご行使ください。

㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラット
フォームより議決権を行使いただけます。

同封の議決権行使書用紙に各議案に対
する賛否をご表示の上、切手を貼らずに
ご投函ください。

※詳細については 頁をご覧ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録

商標です。
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株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください（ご捺印は不要です）。

2026年６月19日（金曜日）午前１０時（受付開始予定：午前９時30分）

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

ご不明な点は、株主名簿管理人である【みずほ信託銀行 証券代行部】（以下）までお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-768-524（午前９時から午後９時まで）

◆「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先について ◆

The Okura Tokyo（オークラ東京） オークラ プレステージタワー2階「オーチャード」
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご覧ください。）

日時

場所

機関投資家の皆さまへ

2026年6月18日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラット
フォームより議決権を行使いただけます。

ご投函ください。

株主総会にご出席される場合

ライブ中継に関するご案内
本定時株主総会の様子をご覧いただけるようインターネットにてライブ中継致します。
配信日時：2026年６月19日（金曜日）午前10時から本定時株主総会終了時刻まで
※配信ページは、本定時株主総会の開始時刻２時間前（午前８時）頃よりアクセス可能です。
ログイン方法：当社ウェブサイト

（https://www.skyperfectjsat.space/ir/stockinfo/meeting/）に接続し、
「第19回定時株主総会（ライブ配信）」を選択の上、議決権行使書用紙に記載の株主番
号（ID:9桁の数字）・郵便番号（PW:7桁の数字）でログイン後ご視聴いただけます。

①ライブ中継をご視聴される方は、会社法上株主総会へのご出席とは認められないため、当日の議決権行使やご質問を承ることが
できません。

②ご使用のパソコン等の環境やインターネット接続の回線状況、多数の株主様のアクセス集中により、映像や音声に不具合が生じ
る、またはライブ中継をご視聴いただけない場合がございます。

③当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が
映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

④ご視聴いただく場合の通信利用料等は、株主様のご負担となります。
⑤ライブ中継の撮影、録音録画行為及びSNS等での公開は固くお断りさせていただきます。

介助または日本語通訳（手話通訳者を含みます。）が必要な株主様に限り、介助者または通訳者を同伴して入
場することができます。また、車椅子でご来場の方には、会場内に専用スペースを設けております（いずれも会
場受付にてご案内申しあげます）。

本定時株主総会の撮影、録音録画行為及びSNS等での公開は、固くお断りさせていただきます。

7
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各書類の取り扱い変更のお知らせ

従前定時株主総会終了後に配当関連書類、決議通知及び株主通信を株主の皆さまに送付しておりましたが、
昨年より以下のとおり変更しておりますのであらかじめご了承ください。

●配当関連書類：本書面に同封しております。
●決議通知：郵送を取りやめ、当社ウェブサイトでの掲載とさせていただきます。
●株主通信：株主通信としては廃止し、本書面の記載内容を充実させることとしております。



株主総会参考書類
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第１号議案 取締役10名選任の件

取締役９名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の一層の強化・充実を図るため取締役を１名増員し、取締役10名の選任を

お願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 現在の当社における地位及び担当

１
よ ね く ら え い い ち

米 倉 英 一 再 任 代表取締役
経営全般

２
く ぼ いさお

久 保 勲 新 任

３
な か が わ だ い す け

中 川 大 介 再 任 取締役
メディア事業担当

４
や ま し た て る お

山 下 照 夫 再 任
取締役
宇宙事業担当
リスクマネジメント統括責任者

５
お お が き み こ

大 賀 公 子 再 任 社 外 独 立 社外取締役

６
あ お き せ つ こ

青 木 節 子 再 任 社 外 独 立 社外取締役

７
と よ た かたし

豊 田 硬 再 任 社 外 独 立 社外取締役

８
ほ り う ち ま さ と

堀 内 真 人 再 任 社 外 社外取締役

９
し ば た が く

柴 田 岳 新 任 社 外

10
よ し だ ま き こ

吉 田 真貴子 新 任 社 外 独 立

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 東京証券取引所届出
独立役員候補者

注）当社は、当社の全ての取締役が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項の規定による「役員等賠償責任保険契約」を締結し
ています。保険料は全額当社が負担しており、被保険者がその職務の執行に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求
がなされた場合の被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等が当該保険にて填補されます。また、当該保険契約では被保険者の職
務執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補対象外
とし、また、一部免責金額が設定されております。各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険の被保険者に含められること
となります。なお、当社は、任期途中に当該保険契約を同様の内容で更新する予定です。
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１ よ ね く ら え い い ち

米倉 英一（1957年９月26日生） 再任
保有する当社の株式数 200,171株
取締役会出席回数 16／16回 100％

略歴及び重要な兼職の状況
1981年４月 伊藤忠商事㈱入社

同社電機プラント部
2007年４月 同社プラント・プロジェクト

事業推進部長
2008年７月 同社業務部長
2009年４月 同社執行役員
2011年４月 同社常務執行役員

伊藤忠インターナショナル会社
社長（CEO）

2014年 6 月 伊藤忠商事㈱代表取締役常務執
行役員
金属カンパニープレジデント

2016年４月 同社代表取締役専務執行役員
2018年６月 当社代表取締役 副社長

スカパーJSAT㈱(当時)※代表
取締役執行役員副社長

2019年４月 当社代表取締役社長
スカパーJSAT㈱(当時)代表取
締役執行役員社長

2026年 4 月 当社代表取締役執行役員社長
(現任)

選任理由
米倉英一氏は、企業経営者としての高い見識と総合商社での豊富な経験・知見を有しており、強いリーダーシップのもと、
当社グループの経営を牽引し、当社グループの事業成長及び業績向上の実現並びにグループ全体の監督を適切に行うことが
期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。
※2026年４月１日付で㈱スカパーJSATホールディングスを存続会社、スカパーJSAT㈱を消滅会社とする吸収合併を行い、㈱スカ
パーJSATホールディングスの商号を「スカパーJSAT㈱」に変更しました。以下、2026年４月１日付で当社に吸収合併したスカパ
ーJSAT㈱を「スカパーJSAT㈱（当時）」といいます。

２ く ぼ いさお

久保 勲 （1958年10月19日生） 新任 保有する当社の株式数 10,971株

略歴及び重要な兼職の状況
1982年４月 伊藤忠商事㈱入社
2011年４月 伊藤忠インターナショナル会社

Chief Administrative Officer
兼 経営企画部長
兼 伊藤忠カナダ会社社長

2013年４月 伊藤忠商事㈱執行役員業務部長
2016年４月 同社常務執行役員監査部長
2017年４月 旧㈱ファミリーマート取締役

常務執行役員管理本部長
５月 ユニー・ファミリーマートホー

ルディングス㈱(現㈱ファミリ
ーマート)常務執行役員

2018年３月 同社専務執行役員経営企画本部
長
旧㈱ファミリーマート取締役
専務執行役員 総合企画部長
兼 海外事業本部長

2018年５月 ユニー・ファミリーマートホー
ルディングス㈱(現㈱ファミリ
ーマート)取締役専務執行役員
経営企画本部長

2020年９月 ㈱パン・パシフィック・インタ
ーナショナルホールディングス
社外取締役(現任)

2021年６月 伊藤忠エネクス㈱常勤監査役
2024年６月 当社経営企画部長

スカパーJSAT㈱(当時)執行役
員専務経営管理部門長

2025年４月 同社取締役執行役員専務経営管
理部門長

2026年４月 当社執行役員副社長経営管理部
門長(現任)

選任理由
久保勲氏は、企業経営者としての高い見識と総合商社等での豊富な経験・知見を有しており、当社グループの経営を牽引し、
当社グループの事業成長及び業績向上の実現並びにグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、新たに取締役
候補者とするものであります。
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３ な か が わ だ い す け

中川 大介（1968年2月24日生） 再任
保有する当社の株式数 10,961株

取締役会出席回数 12／12回 100％

略歴及び重要な兼職の状況
1990 年 4 月 住友商事㈱入社
1996 年 3 月 日本デジタル放送サービス㈱

(現当社)出向
2009 年 4 月 スカパーJSAT㈱(当時)出向
2013 年 4 月 住友商事㈱放送・映画事業部

放送メディアチーム長
2015 年 5 月 スカパーJSAT㈱(当時)入社
2020 年 1 月 同社メディア事業部門FTTH

事業本部事業企画部長
2022 年４月 同社メディア事業部門 メディ

ア事業本部新領域事業部長

2023年４月 同社メディア事業部門FTTH
事業本部長

2024年 4 月 同社執行役員メディア事業部門
FTTH(同年7月から光アライア
ンス)事業本部長 兼 事業戦略
室室長代行

2025年４月 同社取締役執行役員常務メディ
ア事業部門長
(一社)新CAS協議会代表理事

5 月 日活㈱社外取締役(現任)
6 月 当社取締役

2026年 4 月 当 社 取 締 役 執 行 役 員 常 務
メディア事業部門長(現任)

選任理由
中川大介氏は、企業経営における豊富な経験・知見を有しており、当社グループの事業成長及び業績向上の実現並びにグル
ープ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。

４ や ま し た て る お

山下 照夫（1972年5月18日生） 再任
保有する当社の株式数 56,189株
取締役会出席回数 12／12回 100％

略歴及び重要な兼職の状況
1996 年 4 月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社
2001 年 2 月 ジェイサット㈱(現当社)入社
2018 年 6 月 JSAT International Inc.

Director
2020 年 4 月 スカパーJSAT㈱(当時)宇宙事

業部門グローバル事業本部長
2021 年 4 月 JSAT International Inc.

Chairman & CEO
2022 年 4 月 スカパーJSAT㈱(当時)執行役

員 宇宙事業部門新領域事業本
部長

7 月 ㈱Space Compass社外取締
役

2025年 1 月 スカパーJSAT㈱(当時)執行役
員 宇宙事業部門宇宙ソリュー
ション事業本部長

4 月 同社取締役執行役員常務宇宙
事業部門長

6 月 当社取締役
2026年 4 月 当社取締役執行役員常務宇宙事

業部門長(現任)

選任理由
山下照夫氏は、企業経営における豊富な経験・知見を有しており、当社グループの事業成長及び業績向上の実現並びにグル
ープ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。
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５ お お が き み こ

大賀 公子（1953年10月１日生） 再任 社外 独立

保有する当社の株式数 13,626株
社外取締役在任年数（本総会終結時） ７年
取締役会出席回数 16／16回 100％

略歴及び重要な兼職の状況
1977年４月 日本電信電話公社入社
1991年４月 日本電信電話㈱(現NTT㈱)サー

ビス開発本部 マーケティング
部門担当部長

2004年７月 東日本電信電話㈱(現NTT東日本㈱)
情報機器部長

2005年７月 同社東京支店副支店長
㈱NTT東日本−東京中央(現㈱
NTT東日本−南関東)代表取締
役社長

2007年７月 エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ㈱
(現㈱NTT ExCパートナー)
代表取締役常務取締役

2013年６月 西日本電信電話㈱(現NTT西日本㈱)
監査役

2019年６月 当社社外取締役(現任)
2020年３月 ㈱ブロードバンドタワー社外

取締役(監査等委員)(現任)
４月 東京水道㈱社外取締役(監査等

委員)
６月 アルコニックス㈱社外監査役

2021年６月 電源開発㈱社外監査役
2022年６月 同社社外取締役(監査等委員)

(現任)

選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
大賀公子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営者としての高い見識と通信業界における豊富な経験・知見
を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・
監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。

６ あ お き せ つ こ

青木 節子（1959年６月１日生） 再任 社外 独立

保有する当社の株式数 3,109株
社外取締役在任年数（本総会終結時） ３年
取締役会出席回数 16／16回 100％

略歴及び重要な兼職の状況
1991年４月 立教大学法学部助手
1995年10月 防衛大学校社会科学教室助教授
1999年４月 慶應義塾大学総合政策学部助教

授
2004年 4 月 慶應義塾大学総合政策学部教授
2007年１月 総務省情報通信審議会委員
2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員
2016年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科

教授
2017年２月 文部科学省科学技術・学術審議

会委員
11月 国連軍縮諮問委員会委員

2019年７月 経済産業省産業構造審議会
臨時委員

2020年９月 国連宇宙空間平和利用委員会
法律小委員会議長

2021年11月 内閣官房経済安全保障法制に
関する有識者会議委員(座長)
(現任)

2022年８月 内閣府宇宙政策委員会臨時委員
2023年 6 月 当社社外取締役(現任)
2024年 4 月 防衛省防衛施設中央審議会委員

(現任)
2024年８月 内閣府宇宙政策委員会委員

(現任)
2025年 4 月 千葉工業大学審議役・特別教授(現任）

紫綬褒章受章（宇宙法学研究功績）

選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
青木節子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、宇宙法、国際法、安全保障戦略等の分野における高度な専門性を有
しており、同氏の助言により、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適
切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。



13

７ と よ た かたし

豊田 硬 （1958年９月16日生） 再任 社外 独立

保有する当社の株式数 4,662株
社外取締役在任年数（本総会終結時） ３年
取締役会出席回数 16／16回 100％

略歴及び重要な兼職の状況
1982年４月 防衛庁（現防衛省）入庁
1998年12月 英国王立国防大学留学
2008年 1 月 防衛省大臣官房報道官
2009年 8 月 内閣府国際平和協力本部事務局

次長
2011年 9 月 防衛省地方協力局次長
2013年 7 月 同省人事教育局長

2014年 7 月 同省大臣官房長
2017年 7 月 防衛事務次官
2018年11月 防衛省顧問
2019年 5 月 損害保険ジャパン日本興亜㈱

(現損害保険ジャパン㈱)顧問
(現任)

2023年 6 月 当社社外取締役(現任)

選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
豊田硬氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、安全保障戦略、宇宙防衛、国際情勢等の分野における豊富な経験と深
い知見を有しており、同氏の助言により、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの
経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。

８ ほ り う ち ま さ と

堀内 真人（1967年5月27日生） 再任 社外

保有する当社の株式数 ０株
社外取締役在任年数（本総会終結時） １年
取締役会出席回数 11／12回 91.7％

略歴及び重要な兼職の状況
1992年 4月 伊藤忠商事㈱入社
2020年 4 月 同社情報・通信部門長代行

5 月 ㈱ベルシステム24ホールディ
ングス社外取締役

12月 伊藤忠インタラクティブ㈱代表
取締役社長

2021年 2 月 北京信伊産業投資コンサルティ
ングサービス有限公司副董事長

2023年 4月 アシュリオン・ジャパン㈱社外
取締役
㈱Belong社外取締役

伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱
取締役

2024年 4 月 伊藤忠商事㈱情報・通信部門長
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱
代表取締役社長(現任)
伊藤忠テクノソリューションズ
㈱社外取締役(現任)

5 月 ㈱ベルシステム24ホールディ
ングス社外取締役(現任)

2025年 4 月 伊藤忠商事㈱執行役員情報・
通信部門長(現任)

６月 当社社外取締役(現任)

選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
堀内真人氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営における豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言によ
り、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続
き社外取締役候補者とするものであります。
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９ し ば た がく

柴田 岳（1963年5月16日生） 新任 社外 保有する当社の株式数 0株

略歴及び重要な兼職の状況
1987 年４月 ㈱読売新聞社(現㈱読売新聞

東京本社)入社
2011 年10月 ㈱読売新聞東京本社アメリカ総

局長
2014 年12月 同社編集局次長 兼 国際部長
2016 年６月 ㈱読売新聞グループ本社執行役

員社長室長(コンプライアンス、
広報担当)

2017 年６月 ㈱読売新聞東京本社取締役編集
局長

2019 年６月 同社常務取締役論説委員長
2020 年６月 ㈱読売新聞グループ本社取締役

大阪担当
㈱読売新聞大阪本社代表取締役
社長

2024 年 ６月 日本テレビホールディングス㈱
上席執行役員(営業統括、メデ
ィア戦略統括)
日本テレビ放送網㈱取締役副社
長執行役員(同)

2025 年 ６月 日本テレビホールディングス㈱
上席執行役員(経営戦略、広報、
コンプライアンス担当)(現任)
日本テレビ放送網㈱取締役副社
長執行役員(同)(現任)

選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
柴田岳氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営者としての高い見識とメディア事業に関連する豊富な経験・
知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指
導・監督が期待できるため、新たに社外取締役候補者とするものであります。

10 よ し だ ま き こ

吉田 真貴子（1960年９月13日生） 新任 社外 独立 保有する当社の株式数 0株

略歴及び重要な兼職の状況
1984 年４月 郵政省(現総務省)入省
2013 年６月 経済産業省大臣官房審議官

（IT戦略担当）
11月 内閣総理大臣秘書官

2015 年７月 総務省情報通信国際戦略局長
2016 年６月 同省官房長
2017 年７月 同省情報流通行政局長
2019 年７月 同省総務審議官
2020 年９月 内閣官房内閣広報官

2022 年 ６月 (一財)全国地域情報化推進協会
理事長
東海東京証券㈱社外取締役(監
査等委員)(現任)

2023 年 ６月 ㈱シグマクシス・ホールディングス
独立社外取締役(現任)

2024 年 ６月 ㈱フジ･メディア･ホールディングス
独立社外取締役
㈱フジテレビジョン社外取締役

選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
吉田真貴子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、行政分野における豊富な経験・知見を有しており、当社グループ
の事業成長及び業績向上の実現に向けて、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、新た
に社外取締役候補者とするものであります。
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（注）１．当社は、大賀公子、青木節子、豊田硬及び堀内真人の各氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結
しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の責任限定契約を継続する予定です。また、柴田岳及び吉
田真貴子の各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結する
予定です。なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。

２．柴田岳氏は、日本テレビ放送網㈱取締役副社長執行役員を兼務しております。当社の子会社であったスカパーJSAT㈱(当時）
は、日本テレビ放送網㈱との間に、第19期事業年度において衛星通信サービス等の対価として393百万円の収入及び従業員
の出向役務等の対価として11百万円の支払の取引があります。また、堀内真人氏は、伊藤忠商事㈱執行役員情報・通信部門
長を兼務しております。当社の子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)は、伊藤忠商事㈱との間に、第19期事業年度におい
て従業員の出向役務等の対価として64百万円の支払の取引があります。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係
はありません。

３．吉田真貴子氏が2025年6月まで社外取締役を務めていた㈱フジテレビジョンにおいて、同社社員に対する人権侵害に関する
事案が発生し、第三者委員会の調査報告書において、当該事案への対応及び人権・コンプライアンスリスク管理体制等に関
する問題点が指摘されております。同氏は、当該事案が判明するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から法
令遵守及びコンプライアンスのさらなる徹底について提言を行うなど、その職責を適切に果たしております。

４．青木節子、豊田硬及び吉田真貴子の各氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したこ
とはありませんが、上記各氏の選任理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断
しております。

５．大賀公子氏は、2013年６月から2019年６月まで、当社の特定関係事業者であるNTT西日本㈱の監査役でありました。ま
た、豊田硬氏は、2018年8月まで、当社の特定関係事業者である防衛省の業務執行者でありました。

６．当社は、大賀公子、青木節子及び豊田硬の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、各氏の再任が承認
された場合、引き続き独立役員として届け出る予定です。また、吉田真貴子氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京
証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
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（ご参考１）本定時株主総会後の取締役及び監査役（予定）のスキルマトリックス
第1号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりです。

No. 氏名 役職 独立 指名報酬
委員会委員

企業経営 ガバナンス ファイナンス マーケティング
グローバル

イノベーション
テクノロジー

経営戦略、リーダーシ
ップ、企業倫理、サス

テナビリティ

コーポレートガバナン
ス、内部統制、リスク
マネジメント、コンプ
ライアンス・法律

財務、会計、税務、
M&A

メディア事業、宇宙事
業、海外ビジネス・国
際性、営業・事業戦略
（BtoC・BtoB）

新規事業、技術開発、
ICT、DX、サイバーセ
キュリティ、情報セキ
ュリティ、学術研究、

人材育成

１ 米倉 英一 代表取締役 ● ● ● ● ● ●

２ 久保 勲 代表取締役 ● ● ● ● ●

３ 中川 大介 取締役 ● ● ●

４ 山下 照夫 取締役 ● ● ● ●

５ 大賀 公子 社外取締役
（非常勤） ● ●（議長） ● ● ●

６ 青木 節子 社外取締役
（非常勤） ● ● ● ● ●

７ 豊田 硬 社外取締役
（非常勤） ● ● ● ● ●

８ 堀内 真人 社外取締役
（非常勤） ● ● ● ●

９ 柴田 岳 社外取締役
（非常勤） ● ● ● ●

10 吉田 真貴子 社外取締役
（非常勤） ● ● ● ● ●

11 谷口 浩司 監査役 ● ● ●

12 内川 雅規 監査役 ● ● ●

13 高橋 勉 社外監査役
（非常勤） ● ● ● ●

14 大友 淳 社外監査役
（非常勤） ● ● ●
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■当社の考え方
当社の取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、取締役会全体としての知識・経験・能
力のバランス、多様性を確保するため、グループミッション「Space for your Smile」や経営戦略から導いた
役員に求める要件を明確化した「取締役会スキルマトリックス」に照らし、当社が必要とする豊富な経験、高い
見識、高度な専門性や能力を有する、当社取締役及び監査役にふさわしい人物により構成することとしておりま
す。

（ご参考２）社外役員の独立性の判断基準等について
【独立性判断基準】

当社は社外役員の独立性を客観的に判断するため、会社法及び当社が株式を上場する金融商品取引所が定め
る独立性基準を踏まえ、以下の基準に該当する場合には独立性がないと判断しております。
① 当社及び当社の重要な事業子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)との直近事業年度における取引高が、当
社連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者

② 当社及び当社の重要な事業子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)との直近事業年度における取引高が、そ
の会社の売上高の２％または１億円のいずれか高い方を超える取引先の業務執行者

③ 当社及び当社の重要な事業子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)から、直近事業年度において役員報酬以
外に10百万円またはその団体もしくは個人の売上高の２％のいずれか高い方を超える金銭その他の財産を得て
いる法律事務所、監査法人、税理士法人もしくはコンサルティング会社等に所属する者
④ 二親等以内の親族が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び部長格以上の重要な使用人に該当する者
⑤ ①〜③に該当する者の二親等以内の近親者（ただし、重要な使用人に該当しない者を除く）

【軽微基準】
当社は「取引」または「寄付」について、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断

する軽微基準として、以下の基準を下回る規模の取引または寄付しかない場合には、当該取引先との取引また
は当該取引先への寄付が、当該社外役員の独立性に与える影響はないと判断し、記載を省略しております。
① 直近事業年度における当社との取引額が10百万円未満であること
② 直近事業年度における当社からの寄付額が10百万円未満であること
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第２号議案 取締役の報酬等の額（譲渡制限付株式の付与のための報酬額
を含む）改定の件

当社の取締役の報酬等の額は2008年６月27日開催の第１回定時株主総会において、年額300百万
円以内（うち社外取締役分は60百万円以内。また、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使
用人分給与は含みません。）とご承認いただいております。また、2020年７月30日開催の第13回定
時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）に基づき、取締役
（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給
する報酬を、当該報酬枠の枠内で、年額60百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含みませ
ん。）とすること、及び本制度に基づき、対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は
年26万株以内とすることについてもご承認いただいております。
以来、当社取締役の報酬等につきましては、この報酬枠を上限として運用してまいりましたが、当

社を取り巻く事業環境の急速な変化に伴い、取締役に求められる責務は、一層高度化・多様化してお
ります。
このような状況を踏まえ、職責に見合う適正な報酬水準を維持し、優秀な人財を確保するため、取

締役の報酬等の額を、年額500百万円以内（うち社外取締役分は100百万円以内。また、取締役の報
酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）に改定いたしたいと存じます。さ
らに、企業価値の持続的な向上への意識付けを強化する観点から、本制度に基づき、対象取締役に対
して譲渡制限株式の付与のために支給する報酬を当該報酬枠の枠内で年額100百万円以内（使用人兼
務取締役の使用人分給与は含みません。）に改定いたしたいと存じます。なお、本制度に基づき発行
又は処分を受ける当社普通株式を年26万株以内とすること及びその他の事項について変更はありませ
ん。
また、本議案は、当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿った取締役の個人別の報酬等を付

与するために必要かつ合理的であることから相当と判断しており、議長を社外取締役が務め、委員の
過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議を経て取締役会で
決議されております。
なお、現在、当社の取締役の員数は９名（うち社外取締役は５名）ですが、第１号議案が原案どお

り承認可決された場合、取締役の員数は10名（うち社外取締役は６名）となります。また、本制度に
対する対象取締役の員数は４名から変更ありません。

以上



前期 当期 前期 当期 前期 当期

27,488
35,273

19,106
23,311

123,721 127,584

（単位：百万円）営業収益 （単位：百万円）営業利益 （単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

事業報告 (2025年4月1日から2026年3月31日まで)
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1 企業集団の現況に関する事項
当社は、2026年４月１日付で、中核事業会社であるスカパーJSAT株式会社を吸収合併し、当社の商号をスカ

パーJSAT株式会社に変更いたしました。経営における意思決定の迅速化、組織運営体制の効率化やコーポレー
ト・ガバナンスの強化を図り、企業価値の更なる向上を実現してまいります。

１．事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、雇用・所得環

境の改善等により緩やかに回復しております。
当社グループを取り巻く環境としては、宇宙関連市場では、大規模な低軌道衛星コンステレーションによる通

信サービスが本格的に開始され、競争環境が激化しておりますが、航空機・船舶向けの移動体衛星通信や安全保
障領域における衛星データの需要が拡大しております。
メディア関連市場においては、動画配信サービスとのコンテンツ及び顧客の獲得競争が継続しており、厳しい

市場環境が続いております。一方、スポーツ・音楽等のライブコンテンツに対する需要は堅調に推移しており、
市場機会が拡大しております。
このような経済状況の下、当連結会計年度の当社グループの連結経営成績は次のとおりとなりました。

区分 前 期
（百万円）

当 期
（百万円）

前期比
（百万円） 増減率

営業収益 123,721 127,584 3,862 3.1％
営業利益 27,488 35,273 7,784 28.3％
経常利益 27,290 35,420 8,129 29.8％
税金等調整前当期純利益 27,937 34,908 6,970 25.0％
親会社株主に帰属する当期純利益 19,106 23,311 4,205 22.0％



20

メディア事業における視聴料・業務手数料・基本料収入が23億円減少した一方で、宇宙事業における国内衛
星通信分野の増収31億円、スペースインテリジェンス事業の増収26億円等により、営業収益は増加いたしま
した。
また、宇宙事業における増収に伴う売上原価の増加があった一方で、メディア事業における放送事業のオペ

レーション最適化が奏功し、営業費用は39億円減少いたしました。
この結果、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、いずれも

増益となりました。

当社グループのセグメント別の概況は次のとおりであります。（経営成績については、セグメント間の内部
営業収益等を含めて記載しております。）

宇宙事業

（通信関連事業）
2025年８月に、航空機内通信サービスを提供するルクセンブルクのSES S.A.との間で、通信衛星

JSAT-136E（Superbird-C2より名称変更）のKuバンドの全容量を提供する契約を締結いたしました。本契約
を通じて、現在運用中の通信衛星によるサービス提供を拡充しつつ、今後投入予定のフルデジタル衛星を活用
することで、航空機向け通信需要の増加に対応してまいります。また、既存顧客との衛星通信サービス契約に
おいても長期の契約更新をする等、事業基盤の強化に取り組んでおります。
2025年11月に、米国のSpace Exploration Technologies Corporation（SpaceX）との間で、通信衛星

JSAT-31、JSAT-32の打ち上げサービス契約を締結いたしました。Superbird-9を含む３機の衛星は、2027
年より順次打ち上げを予定しております。新衛星の投入によりサービス体制を拡充し、移動体分野を含む多様
な市場に対応しながら、競争力の強化と持続的な成長を目指してまいります。
2026年１月に、米国航空宇宙局（NASA）が実施する有人月周回ミッション「アルテミスⅡ」において、

宇宙船「Orion」からの信号を受信する地上局として選定されました。地上からシスルナ空間（地球から月ま
での空間）に至るインフラの整備・高度化を通じて、様々な探査ミッションの安全性と信頼性の向上に貢献し
てまいります。
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（スペースインテリジェンス事業）
2025年12月に、三菱電機㈱（以下「三菱電機」）、三井物産㈱（以下「三井物産」）、㈱QPS研究所、㈱

Synspective、㈱アクセルスペース、三井物産エアロスペース㈱とともに、防衛省の「衛星コンステレーショ
ンの整備・運営等事業」を落札いたしました。2026年１月には、三菱電機、三井物産と共同で特別目的会社
である㈱トライサット・コンステレーション（以下「トライサット」）を設立し、2026年２月にトライサット
と防衛省との間で事業契約（契約金額（税込）：2,831億円 トライサットとしての受注分）を締結いたしまし
た。本事業の着実な遂行を通じて、わが国の安全保障及び防衛産業基盤の強化に貢献するとともに、成長市場
への展開を加速し、収益の拡大を目指してまいります。
2026年３月、㈱QPSホールディングスが実施する第三者割当増資を引き受け、同社との資本関係を強化い

たしました。これにより、当社グループの同社に対する持分比率は約5.9％から約13.2％に上昇いたしました。
これまでの業務提携を基盤に両社の連携を一層深化させ、中長期的な事業拡大及び成長を図ってまいります。

（開拓領域）
2025年11月に、衛星量子鍵配送をリードするシンガポールのSpeQtral Pte, Ltd.に出資し、戦略的協業に

合意いたしました。研究開発やパートナーシップを通じて、衛星量子鍵配送サービスの事業化に向けた検討を
進めてまいります。
㈱Orbital Lasersにおいては、測距を目的とした宇宙用レーザー技術等の調査研究に関する契約を、2025

年11月に防衛省より受注いたしました。宇宙空間の安全かつ持続可能な利用に貢献するとともに、宇宙用レー
ザー技術の更なる高度化と社会実装に取り組んでまいります。
㈱Space Compassにおいては、2025年11月に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の宇

宙戦略基金（第二期）補助事業「衛星光通信を活用したデータ中継サービスの実現に向けた研究開発・実証」
に採択されました（支援上限額：235億円（支援上限額は今後ステージゲート審査等により変動する可能性の
ある数字））。また、2026年２月に、SWISSto12 SAとの間で、GEO光データリレー衛星（１号機）の調達契
約を締結いたしました。静止軌道衛星を経由した地球観測データの準リアルタイム光データリレーサービスの
実現を加速し、安全保障など迅速な情報伝達ニーズが高い市場での競争優位性の確立を目指してまいります。



前期 当期 前期 当期

64,701 69,839

15,218 16,065

（単位：百万円）営業収益 （単位：百万円）セグメント利益
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以上の結果、当連結会計年度の宇宙事業の経営成績は次のとおりとなりました。
前 期

（百万円）
当 期

（百万円）
前期比

（百万円） 増減率

営業収益

外部顧客への営業収益 60,601 66,039 5,438 9.0％

セグメント間の内部営業収益等 4,100 3,799 △300 △7.3％

計 64,701 69,839 5,137 7.9％

営業利益 21,978 24,144 2,166 9.9％
セグメント利益（親会社株主に帰
属する当期純利益） 15,218 16,065 847 5.6％

JAXA向け地上局サービスの提供開始等による国内衛星通信分野の増収31億円、スペースインテリジェンス
事業の増収26億円等により、営業収益は増加いたしました。
利益面では、増収に伴う売上原価の増加等があったものの、一部衛星の償却終了に伴う減価償却費の減少13

億円等も寄与し、営業利益及びセグメント利益は増益となりました。
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メディア事業

（放送・配信事業）
スポーツコンテンツの取り組みとして、「スカパー！プロ野球セット」においては、プロ野球セ・パ12球団

公式戦全試合を生中継（放送・配信）いたしました。また、国内サッカー三大タイトルの一つであり、Jリー
グの全60クラブが出場する「2025 JリーグYBCルヴァンカップ」の全試合や、世界最高峰のモータースポー
ツである「FORMULA１」を放送・配信いたしました。
主力商品である「スカパー！基本プラン」においては、視聴料最大２ヶ月半額キャンペーンを実施し、新規

加入のみならず、再加入及び契約追加も対象とすることで、契約件数の最大化及び継続期間の長期化を図り、
収益基盤の強化に努めております。また、「スカパー！基本プラン」契約者が追加料金なしで視聴可能な音楽
イベントの放送・配信を強化するなど、解約抑止及び顧客満足度の向上にも取り組んでおります。

（光アライアンス事業）
光ファイバーによる地上デジタル放送・BSデジタル放送等の光再送信サービスにおいては、2026年３月末

時点で提供エリアは37都道府県をカバーし、提供可能世帯数は約4,364万世帯、契約世帯数は297万世帯と増
加しております。2025年12月１日には、戸建て約200万世帯を対象にテレビ視聴サービス利用料を月額（税
抜）300円から450円に改定いたしました。今後ともお客様にご満足いただけるよう、高品質かつ安定したサ
ービス提供に努めてまいります。
ケーブルテレビ事業者向けパススルー方式による視聴鍵管理機能の提供サービスについては、2026年３月

末時点で75局の導入が決定しております。

（開拓領域）
アニメコンテンツIP領域において、連結子会社㈱スカパー・ピクチャーズは、主幹事として製作に関与する

累計８作品（製作中含む）について、国内外での放送・配信展開を進めてまいりました。また、2026年１月
からは、最新作「魔術師クノンは見えている」について、放送及び一部プラットフォームにおける配信を開始
しております。
Web3領域では、㈱オーバースとの連携にて、アイドルグループのデジタルアイテム（NFT）販売や定期公

演開催等によるリアル・デジタル融合体験を提供しております。また、投票・予想サービス、ソリューション
開発等の強化にも引き続き取り組んでまいります。
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当連結会計年度における放送サービスの加入件数は次のとおりとなりました。

新規 解約 純増減 累計
当期 511千件 659千件 △148千件 2,454千件
前期比 2千件 12千件 △9千件 △148千件

以上の結果、当連結会計年度のメディア事業の経営成績は次のとおりとなりました。
前 期

（百万円）
当 期

（百万円）
前期比

（百万円） 増減率

営業収益

外部顧客への営業収益 63,120 61,544 △1,575 △2.5％

セグメント間の内部営業収益等 2,393 2,749 355 14.9％

計 65,514 64,294 △1,219 △1.9％

営業利益 6,265 11,908 5,642 90.1％
セグメント利益（親会社株主に帰
属する当期純利益） 4,433 7,729 3,295 74.3％



前期 当期 前期 当期

65,514 64,294

4,433

7,729

（単位：百万円）営業収益 （単位：百万円）セグメント利益
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光アライアンス事業におけるFTTH関連収入の増加18億円がありましたが、放送・配信事業における視聴
料・業務手数料・基本料収入の減少23億円及び連結子会社であった㈱スカパー・カスタマーリレーションズの
持分法適用会社化に伴う減収等により、営業収益は減少いたしました。
一方で、スカパー東京メディアセンターの運用最適化等に伴う減価償却費の減少15億円、費用対効果の高い

デジタルマーケティングへのシフト等による広告宣伝・販促費の減少７億円、並びに「ドイツ ブンデスリー
ガ」の放送・配信終了、㈱スカパー・カスタマーリレーションズの持分法適用会社化、前期に実施したチュー
ナー交換施策による反動減等もあり、合計で営業費用が69億円減少したため、営業利益、セグメント利益は増
益となりました。
なお、コネクテッドTV事業化検証の終了決定に伴い、特別損失に減損損失８億円を計上しております。

２．資金調達等についての状況（重要なものに限る。）
（1）資金調達
当連結会計年度において、新規の資金調達はありません。

（2）設備投資
当連結会計年度における設備投資の総額は529億円であり、その主なものは、宇宙事業における衛星通信設

備等の調達や、メディア事業における放送・配信設備の拡充であります。

（3）企業結合等の状況
該当事項はありません。



第16期
（2022年度）

第17期
（2023年度）

第18期
（2024年度）

第16期
（2022年度）

第17期
（2023年度）

第18期
（2024年度）

第16期
（2022年度）

第17期
（2023年度）

第18期
（2024年度）

第16期
（2022年度）

第17期
（2023年度）

第18期
（2024年度）

第16期
（2022年度）

第17期
（2023年度）

第18期
（2024年度）

第19期
（2025年度）

第19期
（2025年度）

第19期
（2025年度）

第19期
（2025年度）

第19期
（2025年度）

15,810

54.44

399,055

256,815

27,128
23,194

17,739

61.69

405,411

271,982

121,872121,139 123,721 127,584
27,290

35,420
19,106

23,311

67.43
82.25 403,414

284,174

407,759

307,035

（単位：百万円）営業収益 （単位：百万円）経常利益 （単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

（単位：円）1株当たり当期純利益 （単位：百万円）総資産/純資産
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３．財産及び損益の状況
第16期

（2022年度）
第17期

（2023年度）
第18期

（2024年度）
第19期

（当連結会計年度）
（2025年度）

営業収益 （百万円） 121,139 121,872 123,721 127,584
経常利益 （百万円） 23,194 27,128 27,290 35,420
親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円） 15,810 17,739 19,106 23,311

１株当たり当期純利益 （円） 54.44 61.69 67.43 82.25
総資産 （百万円） 399,055 405,411 403,414 407,759
純資産 （百万円） 256,815 271,982 284,174 307,035
（注）１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数より算出しております。
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４．対処すべき課題
宇宙事業及びメディア事業において、近年のデジタル技術の急激な進化に伴い事業環境が変化していく中で、

既存サービスの顧客維持や成長市場の需要取り込みのための各種施策のほか、M&Aや事業提携にも積極的に取
り組み、経営戦略に掲げる「収益基盤強化」「事業の進化」「新規領域の開拓」を図ってまいります。

宇宙事業

宇宙事業においては、世界規模で宇宙産業市場が拡大する中、新たな事業者が宇宙ビジネスに参入し、大規模
な低軌道衛星コンステレーションによる通信サービスが本格開始される等、事業環境が大きく変化しておりま
す。また、昨今の国際情勢を踏まえ、宇宙空間の重要性が高まっており、市場機会が拡大しております。
このような環境下において、通信・宇宙データ・運用を組み合わせた宇宙ソリューションプロバイダーへの進

化を図り、次に示す取り組みを通じて事業領域を拡大し、持続的な成長を目指してまいります。

（1）通信関連事業
国内衛星通信分野においては、インフラ事業者をはじめとする既存顧客に対する通信サービスの長期契約更

新の提案に加え、地上アセットを活用したサービス等を合わせて展開していくことで、事業基盤の強化を図っ
てまいります。また、40年にわたる衛星通信事業を通じて培ってきた知見を活かし、内閣府宇宙開発戦略推進
事務局による「宇宙基本計画」などに基づく安全保障領域を含む政府主導のプロジェクトへの参画、衛星の運
用、観測・監視サービスなど、積極的に活動領域を拡げてまいります。
グローバル・モバイル分野においては、航空機でのインターネット利用等の成長市場に向けた高速かつ大容

量の通信サービスを提供することにより、競争力の強化と収益の拡大を目指してまいります。また、衛星カバ
レッジの拡大や、通信容量の増強に向けた海外事業者との連携やM&Aについても検討を進め、アジア・オセ
アニア地域を中心に海外における営業展開を強化してまいります。
更に、未来社会が求める様々な通信要件に応えるため、パートナー企業と連携しながら、静止衛星に非静止

衛星などを加えた多層的な通信ネットワークを構築し、多様なユースケースに応じた柔軟な通信サービスの提
供を目指してまいります。
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（2）スペースインテリジェンス事業
低軌道衛星コンステレーションを構築及び保有し、地球観測衛星事業者等との業務提携の推進や、衛星画像

販売サービスを基盤とした事業展開を強化することにより、収益の拡大を目指してまいります。また、パート
ナー企業とも連携しながら、地球観測衛星から得られる多様なデータを活用した顧客課題の解決に資するソリ
ューションの開発と販売活動を推進し、安全保障や防災・減災に加え、金融、保険、農林水産、物流等、新た
な市場の開拓に取り組んでまいります。

（3）開拓領域
㈱Space Compassのほかパートナー企業と連携しながら、HAPS（高高度通信プラットフォーム）を用い

た通信ネットワーク及び光通信技術や宇宙コンピューティング技術を取り入れた宇宙空間でのICTインフラ基
盤の構築を目指してまいります。また、衛星量子鍵配送、宇宙状況把握等、新たな技術を用いたサービスの事
業化に取り組み、事業領域の更なる拡大を目指してまいります。

メディア事業

メディア事業においては、メディア消費の多様化や国内外の動画配信サービスとのコンテンツ獲得及び顧客
獲得の競争激化が継続しており、従来の延長線上にある各種施策だけでは事業基盤の維持・拡大が困難な状況
にあります。
このような競争環境下において、多様なパートナー企業との協業を通じた「Multi-Alliance戦略」により、

収益性の改善及び新たな収益の獲得を図ってまいります。

（4）放送・配信事業
顧客基盤の維持・拡大には、魅力的かつ差別化されたコンテンツが揃っていることに加え、テレビ視聴習慣

層から認知を獲得することが重要となってまいります。プロ野球、モータースポーツ、韓流といった重点ジャ
ンルを軸とした主力商品への注力により、顧客獲得及び契約継続率向上に取り組んでまいります。
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テレビ１台分の料金で３台まで追加料金なしで50チャンネルが視聴可能な「スカパー！基本プラン」につい
ては、加入初期段階における視聴習慣の醸成や、顧客の嗜好に応じたコンテンツ情報の提供等により、顧客と
の長期的な関係を構築してまいります。
プロ野球においては、2026年シーズンもセ・パ全12球団の公式戦を放送・配信し、“プロ野球を見るなら

スカパー！” として、引き続きファンの期待に応えられるよう取り組んでまいります。その他のスポーツジャ
ンルにおいても、サービスの拡充を進めてまいります。
また、採算性及び将来性の観点から各種施策を精査し、コスト削減や生産性の向上を通じて、持続的な事業

運営を図ってまいります。
更に、放送・配信事業での収益拡大に向け、国内外の配信サービスを展開する事業者を支援する「メディア

HUBクラウド」等、既存アセットを活用したメディアソリューションサービスの更なる受注拡大に取り組んで
まいります。また、複数のラジオ局や地上波テレビ局を含む放送マスターの集約・運用など、新たな収益基盤
の確立にも取り組んでまいります。

（5）光アライアンス事業
ご家庭内のインターネットブロードバンドサービスの中心となっている光回線を利用して提供している地上

デジタル・BSデジタル等の再送信サービスは、引き続き提供エリアを拡大しながら拡販を図ってまいります。
光アライアンス事業販路における顧客接点も強化し、新規放送顧客の獲得やアップセル等、放送サービスの基
盤維持に向けても取り組んでまいります。また、有料放送市場の維持・発展に向けて、ケーブルテレビ事業者
向けパススルー方式による視聴鍵管理機能の提供に引き続き取り組んでまいります。

（6）開拓領域
アニメを中心とした映像コンテンツの企画、製作投資、販売、及び周辺事業の推進を通じて、グローバルに

ビジネスを展開する「アニメコンテンツIP事業」の更なる成長と周辺事業の戦略的な展開を進めてまいります。
また、既存事業領域にとどまらない事業変革の実現を目指し、新規事業の立ち上げをはじめ、M&Aを含む

「Multi-Alliance戦略」の下、多様なパートナー企業との協業を推進してまいります。これらの取り組みを通じ
て、事業基盤の強化に取り組んでまいります。



30

５．主要な事業拠点及び使用人の状況
（1）主要な事業拠点 （2026年３月31日現在）

名称 所在地
当 社 東京都港区
スカパーJSAT㈱

本社 東京都港区
スカパー東京メディアセンター 東京都江東区
横浜衛星管制センター 神奈川県横浜市
茨城ネットワーク管制センター 茨城県常陸大宮市
山口ネットワーク管制センター 山口県山口市
北海道ネットワーク管制センター 北海道千歳市
沖縄ネットワーク管制センター 沖縄県糸満市
群馬テレポートセンター 群馬県北群馬郡榛東村

JSAT International Inc． 米国 ワシントンD.C.
JSAT MOBILE Communications㈱ 東京都港区
㈱スカパー・エンターテイメント 東京都港区
（注）2026年４月１日付で、当社はスカパーJSAT㈱を吸収合併いたしました。また、同日付で、当社は商号をスカパーJSAT㈱に変更してお

ります。

（2）使用人の状況 （2026年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況
セグメントの名称 使用人数 前連結会計年度末比増減

宇宙事業 341（233）名 △3 （ 13）名
メディア事業 282（130）名 △39 （ △13）名
全社 146 （59）名 △8 （ 3）名

合 計 769（422）名 △50 （ 3）名
（注）使用人数は就業員数であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況
使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
33（ー）名 △1（ー）名 45.5歳 4.4年

（注）使用人数は就業員数であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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６．重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

スカパーJSAT㈱ 50,083百万円 100％ 宇宙事業及びメディア事業

JSAT International Inc. 255百万USドル (100％) 北米での衛星回線販売事業

JSAT Beyond Innovation LLC 103百万USドル (100％) 次世代衛星コンステレーションの保有・運用
事業

JSAT MOBILE Communications㈱ 200百万円 (53.3％) 衛星通信事業

JSAT IOM Limited 338千USドル (100％) 外国主官庁・国際機関との協議調整業務

㈱ディー・エス・エヌ 1,000百万円 (65.0％) Xバンド衛星通信中継機能等の整備・運営
事業

㈱スカパー・ブロードキャスティング 100百万円 100％ チャンネル運営事業

㈱スカパー・エンターテイメント 10百万円 100％ 衛星基幹放送事業、衛星一般放送事業

㈱スカパー・ピクチャーズ 100百万円 (51.0％) アニメを中心とした映像コンテンツの企画・
製作投資・販売、及び周辺事業

（注１）当社の議決権比率欄の( )内は間接所有割合を示しております。
（注２）2025年２月20日付でJSAT Beyond Innovation LLCを設立いたしました。
（注３）㈱Orbital Lasersは、2025年12月26日に同社が第三者割当増資を実施したことにより当社の関連会社となったため、重要な子会社

から除外いたしました。
（注４）㈱スカパー・ブロードキャスティングは、2025年６月27日付で解散決議を行い、現在清算手続中であります。
（注５）2026年1月30日に、当社は㈱スカパー・ピクチャーズの発行済株式の32.0％を譲渡したことにより、当社の議決権比率は83.0％から

51.0％へと減少いたしました。
（注６）2026年４月１日付で、当社を吸収合併存続会社、当社子会社であるスカパーJSAT㈱を吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施し、

同日付で当社の商号をスカパーJSAT㈱に変更いたしました。
（注７）当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 スカパーJSAT㈱

特定完全子会社の住所 東京都港区赤坂一丁目８番１号

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額 151,621百万円

当社の総資産額 159,865百万円
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７．主要な借入先及び借入額 （2026年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

㈱ 三 菱 U F J 銀 行 8,406百万円
㈱ 三 井 住 友 銀 行 5,595百万円
㈱ み ず ほ 銀 行 5,595百万円
㈱ 日 本 政 策 投 資 銀 行 4,392百万円
三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 2,108百万円
み ず ほ 信 託 銀 行 ㈱ 2,108百万円

８．剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する
方針

当社は、会社法第459条第１項に基づき取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款
に定めております。
当社は、積極的な事業展開を図る一方で、株主の皆さまに対する長期的かつ総合的な利益の還元を重要な経営

目標と位置付けております。配当については、中間配当及び期末配当の年２回の配当を決定すること並びに配当
性向50％以上、１株当たり年間配当金の下限を38円とすることを基本方針としております。
第19期配当につきましては、2025年12月５日を効力発生日として実施した１株当たり19円の中間配当に加

えて、2026年４月28日開催の取締役会において１株当たり23円の期末配当を決議しております。この結果、第
19期の年間の配当金は１株当たり42円となります。

９．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2 株式に関する事項
１．株式の状況 （2026年３月31日現在）

（1）発行可能株式総数 1,450,000,000株
（2）発行済株式の総数 297,681,264株

（3）株主数 45,569名
（4）上位10名の株主

株主名 持株数 持株比率
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 76,568,800株 27.01％
NTTドコモビジネス㈱ 26,057,000株 9.19％
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 22,619,800株 7.98％
日本テレビ放送網㈱ 20,891,400株 7.37％
㈱TBSホールディングス 18,434,000株 6.50％
㈱日本カストディ銀行(信託口) 12,683,400株 4.47％
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 3,018,701株 1.07％
山口貴弘 2,804,400株 0.99％
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2,703,000株 0.95％
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 2,496,234株 0.88％
（注）当社は自己株式を14,241,474株保有しておりますが、上記大株主から除外しております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算

しております。

２．当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付した株式の状況
役員の区分 株式の種類及び数 交付を受けた者の人数

取締役（社外取締役を除く） 当社普通株式 29,817株 4名
社外取締役 当社普通株式 0株 0名
監査役 当社普通株式 0株 0名

（注）上記は、当社が当社役員に対して譲渡制限付株式報酬として自己株式を交付したものであります。なお、当社は当社子会社の取締役、執
行役員及び理事15名に対しても、譲渡制限付株式報酬として当社普通株式54,548株を交付しております。
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３．その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
１．当社の会社役員に関する事項 （2026年３月31日現在）

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況

福 岡 徹 代表取締役会長
経営全般 スカパーJSAT㈱ 代表取締役 執行役員会長

米 倉 英 一 代表取締役社長
経営全般 スカパーJSAT㈱ 代表取締役 執行役員社長

中 川 大 介 取締役
メディア事業担当

スカパーJSAT㈱ 取締役 執行役員常務
日活㈱ 社外取締役

山 下 照 夫 取締役
宇宙事業担当 スカパーJSAT㈱ 取締役 執行役員常務

大 賀 公 子 取締役 ㈱ブロードバンドタワー 社外取締役（監査等委員）
電源開発㈱ 社外取締役（監査等委員）

於 保 浩 之 取締役
日本テレビホールディングス㈱ 上席執行役員
日本テレビ放送網㈱ 取締役 副社長執行役員
㈱PLAY 取締役（非業務執行）

青 木 節 子 取締役

千葉工業大学 審議役・特別教授
内閣官房 経済安全保障法制に関する有識者会議委員
座長
内閣府 宇宙政策委員会委員
防衛省 防衛施設中央審議会委員

豊 田 硬 取締役 損害保険ジャパン㈱ 顧問

堀 内 真 人 取締役
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 社外取締役
㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役



36

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況

谷 口 浩 司 常勤監査役 スカパーJSAT㈱ 監査役

内 川 雅 規 常勤監査役 スカパーJSAT㈱ 監査役

高 橋 勉 監査役 豊田通商㈱ 社外監査役

大 友 淳 監査役
㈱TBSテレビ 常務取締役
㈱WOWOW 社外取締役
㈱BS-TBS 社外取締役
(一社)日本テレビジョン放送著作権協会 代表理事

（注１）取締役 大賀公子、於保浩之、青木節子、豊田硬、堀内真人の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
（注２）監査役 高橋勉、大友淳の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（注３）社外監査役 高橋勉氏は、公認会計士として会計分野に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。
（注４）社外取締役 大賀公子、青木節子、豊田硬及び社外監査役 高橋勉の各氏については、東京証券取引所の定める独立役員とし

て、同取引所に対する届出を行っております。
（注５）「重要な兼職の状況」の欄及び（注10）に記載の「スカパーJSAT㈱」は、2026年４月１日付で当社と合併した旧スカパー

JSAT㈱を指します。
（注６）取締役 中川大介氏は、日活㈱の社外取締役に2025年5月29日付で就任いたしました。また、(一社)新CAS協議会の代表理事

に2025年４月１日付で就任し、2025年6月25日をもって退任いたしました。
（注７）社外取締役 於保浩之氏は、日本テレビ放送網㈱の取締役 副社長執行役員に2025年６月27日付で就任いたしました。また、

㈱日テレ・テクニカル・リソーシズの社外取締役を2025年６月６日をもって退任いたしました。
（注８）社外取締役 青木節子氏は、千葉工業大学の審議役・特別教授に2025年4月1日付で就任いたしました。また、慶應義塾大学

大学院の法務研究科教授を2025年3月31日をもって退任いたしました。
（注９）監査役 高橋勉氏は、みずほ信託銀行㈱の社外取締役（監査等委員）を2025年6月23日をもって退任いたしました。
（注10）社外取締役 大賀公子、於保浩之、青木節子、豊田硬、堀内真人及び社外監査役 高橋勉、大友淳の各氏の上記兼職先のうち、

以下に記載の各社を除く各社と当社との間には、いずれも特別な関係はありません。社外取締役 於保浩之氏の兼職先である
日本テレビ放送網㈱と当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には衛星通信サービス及び従業員の出向役務等の取引関係が、
㈱PLAYと当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には配信基盤利用等の取引関係があります。社外取締役 堀内真人氏の兼
職先である伊藤忠商事㈱と当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には従業員の出向役務等の取引関係が、伊藤忠テクノソ
リューションズ㈱と当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間にはインフラ基盤保守等の取引関係があります。社外監査役 大
友淳氏の兼職先である㈱TBSテレビと当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には衛星通信サービス及び衛星放送サービス
に係る送出付帯業務等の取引関係が、㈱WOWOWと当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には衛星放送サービスに係る
運用業務等の取引関係があります。
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２．責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、定款第26条第２項及び第35条第２項で取締役（業務執行

取締役等であるものを除く）及び監査役の責任限定契約に関して規定しております。当社が取締役（業務執行
取締役等であるものを除く）及び監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額としており

ます。

３．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役、監査役及び執行役員を被保険者として会社法第430

条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職
務の執行に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の被保険者が被る損害賠償金
及び争訟費用等が填補されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は
対象外とすること及び一部免責金額を設定することにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう
に措置を講じております。当該保険契約の保険料は、当社が全額負担しており、被保険者の負担はありませ
ん。

４．役員の報酬等
（1）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別総額（百万円） 対象となる役員
の員数（人）固定報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役（社外取
締役を除く） 86 25 26 35 4
監査役（社外監
査役を除く） 45 45 ー ー 3

社外取締役 45 45 ー ー 6

社外監査役 14 14 ー ー 2
（注１）報酬等の総額には、当社子会社の取締役を兼務した当社取締役に対する当該子会社の役員報酬総額130百万円（固定報酬87百万円、業

績連動報酬43百万円）は含まれておりません。
（注２）上記には、2025年６月20日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名、監査役１名を含んでおります。

（2）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項
① 決定方針の決定の方法
取締役の個人別の報酬等の決定方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能

し、株主利益とも連動した報酬体系を構築すべく、報酬方針、配分体系及び運用における客観性を確保するた
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めに社外取締役が過半数を占め、議長を独立社外取締役とする指名報酬委員会の答申を受けた上で、取締役会
にて決定しております。

② 決定方針の内容の概要
役員報酬の基本方針は以下の通りであり、当社の役員（社外取締役を除く取締役）の報酬は、(i)固定報酬、

(ii)業績連動報酬及び(iii)株式報酬により構成されております。なお、社外取締役の報酬は、職責に照らしその
独立性を重視する観点から、固定報酬のみとしております。
・グループ各社役員のガバナンス上の役割・責任を明確に認識させること。
・社会的規範、規準を遵守し、社会から信頼される存在であるために、役員報酬の妥当性、透明性、客観性を
確保すること。

・持続的な企業価値向上を動機付ける業績連動性の高い報酬制度であること
・中長期的な株主価値向上の意識を高めるものであること

(i)固定報酬
役員が担う役割・責任に対する対価として、役位に応じた金額を設定し、毎月支給いたします。
(ii)業績連動報酬
事業年度ごとの業績（親会社株主に帰属する当期純利益（以下「連結当期純利益」））及び個人ごとの目標
の達成状況等に応じて、金銭により支給する報酬であり、原則として年１回、通常７月に支給いたしま
す。
(iii)株式報酬
普通株式を用いた譲渡制限付株式（事前交付型RS）を適用し、原則として、年１回、通常7月に対象者に
対して役位別に定める基準額相当の譲渡制限付株式の割当を行い、譲渡制限解除は役員退任時を原則とい
たします。

なお、当社は、当事業年度において、「会社変革」及び「事業成長」に向けた挑戦を促し、中長期的な企業
価値・業績達成への意識を高めつつ、個々の成果や貢献に適切に報いるため、役員報酬制度の見直しを行いま
した。短期業績との連動性をもたせるよう業績連動報酬の算定方法を改定し、株式報酬を増額しております。

③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、指名報酬委員会が原案につき決定方針との整合性を含め

た多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断し
ております。

（3）業績連動報酬に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標として連結当期純利益を選定し

ております。連結当期純利益を選定した理由は、当該指標が当社の短期及び中長期的な業績への貢献度を総合
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的に判断できるものであり、役職員全員が共有できる客観的かつ定量的な評価指標であると考えているためで
す。
各取締役の業績連動報酬の額は、役位別に定める基準額に、業績指標である連結当期純利益の水準に連動し

て算出した定量評価部分と、個人目標の達成状況等を評価する定性評価を加味して算定し、指名報酬委員会が
支給額を決定しております。定量評価部分は、業績指標を連結当期純利益とし、事業年度ごとの連結当期純利
益の水準に応じて変動する配分定数を乗じて算出しております。定性評価部分は、担務のセグメント利益、個
人目標及びESGなど非財務指標の達成状況等を総合的に判断し評価しております。
なお、当事業年度における定量指標の実績は、連結当期純利益（233億円）であります。

（4）非金銭報酬に関する事項
普通株式を用いた譲渡制限付株式（事前交付型RS）を適用した株式報酬制度を導入しており、毎年１回、取
締役会決議を経て、対象者に対し役位別に定める基準額相当の譲渡制限付株式の割当てを行います。譲渡制限
解除は役員退任時を原則としております。また、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬は年額60百
万円以内とし、発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年26万株以内としております。なお、その交付
状況は「２．２当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付した株式の状況」に記載のとおり
です。

（5）取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2008年６月27日開催の第１回定時株主総会において年額300百万円以内

（うち、社外取締役年額60百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名（うち、社外取締役は６名）です。また、当該金銭報酬の枠
内で、2020年７月30日開催の第13回定時株主総会において、株式報酬の額を年額60百万円以内（社外取締
役は付与対象外）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は６
名です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2008年６月27日開催の第１回定時株主総会において年額60百万円以内と決

議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。

（6）取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
報酬決定の客観性・公正性を確保するために、指名報酬委員会の構成メンバーとして取締役会によって選定

された取締役（当事業年度においては、大賀公子社外取締役（議長）、青木節子社外取締役、豊田硬社外取締
役、於保浩之社外取締役、米倉英一代表取締役社長 の５名）に個々の取締役への支給額の決定を委任する旨
を取締役会にて決議しております。当該権限が適切に行使されるよう、指名報酬委員会の構成メンバーとして
選定される取締役は、社外取締役を過半数とし議長を社外取締役とすることで、報酬決定の客観性・公正性を
確保しております。なお、役員報酬のうち、株式報酬については、取締役会にて個々の取締役への割当数を決
議しております。
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５．各社外役員の主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

取締役 大 賀 公 子

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席し、議案の審議等につき、必要に応
じ、企業経営者としての高い見識と、通信業界における豊富な経験・知見に基づいた発言を行
っており、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的立場から経営陣を適切に指導・
監督しております。また、同氏は、取締役の選解任・報酬につき取締役会に答申を行う指名報
酬委員会の議長を務めております。当事業年度に開催された指名報酬委員会10回のうち10回に
出席しております。

取締役 於 保 浩 之

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席し、議案の審議等につき、必要に応
じ、企業経営者としての高い見識と、メディア事業における豊富な経験・知見に基づいた発言
を行っており、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場から経営陣を適切に
指導・監督しております。また、同氏は、2025年6月以降、取締役の選解任・報酬につき取締
役会に答申を行う指名報酬委員会の委員を務めております。就任後、当事業年度に開催された
指名報酬委員会6回のうち6回に出席しております。

取締役 青 木 節 子

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席し、議案の審議等につき、必要に応
じ、宇宙法、国際法、安全保障戦略等の分野における高度な専門性に基づいた発言を行ってお
り、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場から経営陣を適
切に指導・監督しております。また、同氏は、取締役の選解任・報酬につき取締役会に答申を
行う指名報酬委員会の委員を務めております。当事業年度に開催された指名報酬委員会10回の
うち10回に出席しております。

取締役 豊 田 硬

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席し、安全保障戦略、宇宙防衛、国際情
勢等の分野における豊富な経験と深い知見に基づいた発言を行っており、経営・ガバナンス体
制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場から経営陣を適切に指導・監督しており
ます。また、同氏は、取締役の選解任・報酬につき取締役会に答申を行う指名報酬委員会の委
員を務めております。当事業年度に開催された指名報酬委員会10回のうち10回に出席しており
ます。

取締役 堀 内 真 人
就任後、当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席し、議案の審議等につき、必
要に応じ、企業経営における豊富な経験・知見に基づいた発言を行っており、経営体制強化に
関する点を中心に、独立した客観的な立場から経営陣を適切に指導・監督しております。

監査役 高 橋 勉
当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席し、また、当事業年度に開催された監
査役会15回のうち14回に出席し、議案の審議等につき、必要に応じ、会計分野における高度な
専門性及び豊富な監査経験に基づいた発言を行っております。

監査役 大 友 淳
当事業年度に開催された取締役会16回のうち14回に出席し、また、当事業年度に開催された監
査役会15回のうち13回に出席し、議案の審議等につき、必要に応じ、メディア事業に関する幅
広い見識に基づいた発言を行っております。
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5 会計監査人に関する事項
１．氏名または名称
有限責任監査法人トーマツ

２．報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 64百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 126百万円
（注１）当社の子会社のうち、会計監査人設置会社につきましても有限責任監査法人トーマツが会計監査人となっております。
（注２）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分して

おらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
（注３）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、英文財務諸表監査に係る報酬が含まれております。
（注４）監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、

従前の事業年度における職務の執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1
項の同意を行っております。

３．非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務として改正リース基準適用に向け

た会計方針検討及び対応プロジェクト管理に関する助言業務を委託しております。

４．解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意により

会計監査人を解任する方針であります。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合
には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
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6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．決議の内容の概要
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を

確保するための体制について、その基本方針を2007年４月２日開催の取締役会で決議し次のとおり整備してお
ります。（直近では、2026年４月１日付で一部改訂を行う旨の取締役会決議を2026年３月４日に行っておりま
す。）

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 「スカパーJSATグループミッション」及び「スカパーJSATグループ行動指針」を基に、取締役及び使用
人が法令等（定款・社内規程・企業倫理含む）を遵守（以下「コンプライアンス」という）した行動をと
るため、スカパーJSATグループコンプライアンス基本規程及びグループ役職員行動規範を定める。

② コンプライアンスの実効性を確保するため、コンプライアンス統括責任者を任命し、コンプライアンス
委員会を設置する。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスを社内に定着させていくための仕組
み（以下「コンプライアンスプログラム」という）に関する事項及びコンプライアンス上の問題等、コン
プライアンスに関わる事項を協議し、規程に基づき、結果等を取締役会に適宜報告する。

③ コンプライアンスを社内に定着させていくため、コンプライアンスプログラムの維持・管理及びコンプ
ライアンスプログラムに関わる取締役及び使用人への教育・研修等を行う。

④ 内部監査部門により、コンプライアンスの状況を監査する。
⑤ 当社の事業活動又は取締役及び使用人に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合、速やかに社内及
び社外に設置する窓口に通報・相談するシステムとして、「グループコンプライアンスヘルプライン」を
整備する。

⑥ 市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的な団体・個人に対する一切の関係を遮断し、名目に関わ
らずいかなる利益の供与も防止する体制を整備する。

（2）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 情報の保存及び管理に関する規程を定め、取締役会の職務執行に係る情報については、当該規程に基づ
き、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理する。取締役及び監査役はこれらの文
書をいつでも閲覧できるものとする。

② 情報セキュリティ基本方針及びその他情報セキュリティ関連規程に従い、情報セキュリティに関する社
内周知徹底を図るとともに、各種情報資産への脅威が発生しないよう適切な体制を整備する。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 業務執行に係るリスクを総合的に認識・評価し適切なリスク対応を行うために、リスクマネジメント規
程及びその他関連規程を定め、全社的なリスク管理体制を整備する。

② リスク管理の実効性を確保するため、リスクマネジメント統括責任者を任命し、リスクマネジメント委
員会を設置する。

③ リスクマネジメント委員会では、リスク管理の方針の決定、リスク管理に係わるリスクの評価及びリス
クの予防措置の検討等を行うとともに、個別事案の検証を通じて、全社的なリスク管理体制の整備を図
り、規程に基づき、リスク管理の状況等を取締役会に適宜報告する。

④ 不測の事態が発生した場合の手続きを含む危機管理体制を整備し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の
拡大を防止し、被害を最小限に止める。

⑤ 内部監査部門により、リスク管理の状況を監査する。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会を月１回（定時）開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、決裁に関する職務権限
規程において、社長決裁等の決裁権限を定め、必要に応じて社長決裁を行うための諮問機関である経営会
議にて審議の上、執行決定を行う。

② 取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、組織及び業務分掌に関する規程におい
て各部門の業務分担を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を
確保する。

（5）財務報告の適正を確保するための体制
連結財務報告の適正を確保するため、当社及び対象子会社に、信頼性を確保するためのシステム及び継続

的にモニタリングするための体制（財務報告に係る内部統制）を整備し運用する。

（6）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の経営理念を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき、取締役の職務執行の一定の事項（内部統
制に係る事項を含むがこれらに限らない。）については、子会社に報告を求めるとともに、各種連絡会・
協議会等を設置し、積極的な情報共有を図り、子会社の経営管理を行う。また、効率的なグループファイ
ナンス（キャッシュ・マネジメント・システム導入等）により、経営の効率化を確保する。

② 「スカパーJSATグループミッション」及び「スカパーJSATグループ行動指針」、並びに、スカパーJSAT
グループコンプライアンス基本規程及びグループ役職員行動規範に基づき、子会社と一体となった内部統
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制の推進を行うものとする。また、各子会社が次の体制を独自に整備することにつき、子会社の規模・業
態に応じて支援する。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

③ 各子会社からの通報・相談を受け付けるシステムとして「グループコンプライアンスヘルプライン」を
整備する。

④ 内部監査部門により、子会社に対する内部監査を実施する。

（7）監査役を補助する使用人の体制並びにその補助する使用人の独立性及び当該使用人に対す
る指示の実効性を確保するための体制

① 内部監査部門が必要に応じて監査役の監査を補助する旨、職務分掌で明確化する。
② 内部監査部門の監査役の職務を補助する使用人は、監査役からの要請に関して、取締役及び上長等の指
揮・命令を受けないものとする。また、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分は、監査役の同意
を得なければならない。

（8）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項、監査役が出席する会議体、監査役が閲覧する書類等を明
確に定め、取締役及び使用人に対して周知徹底を図る。取締役は職務執行状況を適宜監査役に報告すると
ともに、当社又は子会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反又は会社に著しい損害を
及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。使用人は、監査役に対
して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。

② 上記にかかわらず、監査役が、必要に応じていつでも、取締役及び使用人に対して報告を求め、重要と
思われる会議に出席し、また、書類の提示を求めることができるものとする。

③ 子会社の取締役及び監査役は、当社の監査役に対して、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある
事実等を直接報告することができる。

④ 監査役が子会社の監査役との定期的な情報交換を行うことができる体制を整備する。また、内部監査部
門により、監査役に対し子会社の監査結果を報告する。

⑤ 「グループコンプライアンスヘルプライン」の内部通報状況について、遅滞なく監査役に報告する。
⑥ 内部通報に関する規程において、「グループコンプライアンスヘルプライン」への通報内容が監査役へ
報告されたこと、又は監査役に対し自ら報告したことを理由として、当該報告を行った当社グループの取
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締役及び使用人に不利な取扱いが行われないことを確保する。

（9）その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役執行役員社長は、監査役と相互の意思疎通を図るための定期的な会合をもつこととする。
② 内部監査部門は、内部監査の計画及び結果の報告を監査役に対しても、定期的及び必要に応じ随時行
い、相互の連係を図る。

③ 監査役の必要に応じて、弁護士、その他外部の専門家に相談ができる体制を確保し、当該相談に要する
費用その他監査に係る諸費用について、監査の実行を担保するべく予算を確保する。

２．体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりとなっております。

（1）法令遵守体制
・グループコンプライアンス委員会を４回開催し、当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを統括
しております。

・当社グループの全役職員を対象とした教育研修や関連法令情報の随時提供等を実施し、「スカパーJSATグ
ループミッション」、「スカパーJSATグループ行動指針」、「スカパーJSATグループコンプライアンス基本
規程」及び関連規程の遵守徹底に努めております。

・法令違反行為の未然の防止及び早期発見のため、「グループコンプライアンスヘルプライン」を設置し、
当社グループの役職員に周知の上、運用しております。このうち、取締役等の関与が疑われる通報案件に
ついては、業務執行者を介さずに直接常勤監査役に報告することができるルートを確保し、運用しており
ます。なお、「グループコンプライアンスヘルプライン」による通報者は、内部通報に関する規程として
定めている「内部通報制度運用規程」により、通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないこと
が制度として確保されています。

・「グループ役職員行動規範」に基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的な団体・個人に対
しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないこととしており、その遵守を徹底しております。

（2）情報保存管理体制
・取締役会資料及び議事録等の重要書類は、必要の都度閲覧可能な状態に保ち、かつ、セキュリティの高い
クラウドシステムに格納する等適切に管理しております。

・既に認証・取得済みであるISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）及びプライバシーマークの基
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準に準拠する形で「情報セキュリティ規程」等の社内規程を整備するとともに、当社グループ全体を対象
に情報セキュリティに関する教育を実施し、これらの社内規程に基づく運用の徹底を図っております。

（3）損失危険管理体制
・当社グループにおけるリスク管理体制の強化を目的としたリスクマネジメント委員会を２回開催し、当該
委員会が主体となり、重要リスクへの対策を強化し、実効性のある管理体制の整備・運用に取り組んでお
ります。

・事業継続のためにBCP（事業継続計画）を策定し、毎年訓練を実施し、継続的に改善を行っております。
・当社グループの経営に重大な影響を与える可能性のあるリスクが顕在化した際には、「リスクマネジメン
ト規程」に基づき、リスクマネジメント統括責任者が迅速に対策会議等を招集し、対応する体制を構築し
ております。

・サイバー攻撃の多様化、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進等によるサイバーセキュリティ
リスクの増加等を受け、最高情報セキュリティ責任者（Chief Information Security Officer）の下、サ
イバーセキュリティへの対策を実施・強化しております。

（4）効率的職務執行体制
・取締役会規程に基づき、取締役会を16回開催し、重要事項につき審議・決定したほか、主要部門を担当す
る取締役等から業務執行につき報告を受けております。

・決裁に関する職務権限規程におきまして、社長決裁等の決裁権限を定め、経営会議規程に基づき社長決裁
を行うための諮問機関である経営会議を23回開催し、効率的に審議・執行決定を行っております。

（5）財務報告の適正を確保するための体制
・連結財務報告の信頼性確保のため、当社はグループ会社を金融商品取引法で定められた内部統制報告制度
（J-SOX）の対象として、内部統制文書を作成し、毎年整備・運用状況を評価しております。
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（6）企業集団内部統制
・当社は、グループ会社に対して、「関係会社管理規程」、「スカパーJSATグループコンプライアンス基本規
程」及び「グループ役職員行動規範」を遵守するよう求めております。また、グループ会社が当該規程等
を遵守して業務を実施しているかの確認を行い、課題がある場合には改善するよう求めております。

・当社は、「関係会社管理規程」等においてグループ会社の経営上の重要事項のうち事前に当社と協議する
事項及び当社に報告する事項を明確化しており、グループ会社における経営関連や業務遂行等に関する重
要事項についてグループ会社と事前協議を行うほか、グループ会社から経営会議等において、財務・決
算、人員情報、リスクマネジメント及び内部統制全般等各種重要事項について定期的に報告を受けており
ます。

・当社の内部監査部門が当社を含むグループ会社の監査を定期的に実施しており、その結果を代表取締役社
長及び監査役に報告しております。

（7）監査役監査体制
・監査役は取締役会、経営会議、内部統制委員会、リスクマネジメント委員会等、各種重要会議に出席し、
適宜意見を述べております。

・監査役は代表取締役と定期的に意見交換等を行っております。また、内部監査部門等の監査報告や内部通
報の状況は適宜監査役に報告されております。

・監査役の職務を補助する使用人は４名任命されており、監査役から補助使用人への指揮命令権等の不当な
制限を禁止しております。

・監査役監査において費用等の使用に障害はなく、監査役監査の実効性を妨げるような支障が生じないよう
努めております。



（2026年3月31日現在）

＜ご参考＞
コーポレート・ガバナンス組織図

選任・解任

連携

選任・解任報告

連携
報告

監査

報告

諮問

答申

会計監査

株主総会

会計監査人

代表取締役社長

監査役会
４名

(うち社外監査役2名)

部署
経営企画部／人事総務部／ITセキュリティ統括部／
法務コンプライアンス部／財務経理部／広報IR部

取締役会
９名

(代表取締役2名および
社外取締役5名含む)

指名報酬委員会

経営会議内部監査部

情報開示委員会
内部統制委員会

グループコンプライアンス委員会
リスクマネジメント委員会
サステナビリティ委員会

情報セキュリティ管理委員会・
個人情報管理委員会
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7 コーポレート・ガバナンスに関する考え方
当社は、株式公開企業として、資本市場における企業価値の最大化をコーポレート・ガバナンスの基本目標

と考えております。
そのためには、株主の皆さまや当社グループのサービス対象であるお客様をはじめ、取引先、社員、地域社

会等の当社グループを取り巻く利害関係者（ステークホルダー）との良好な関係を築くとともに、法令遵守に
基づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全
性の向上を図ることを、経営上最も重要な課題の一つとして位置付けております。
こうした考えの下、独立社外取締役を３分の１以上選任し、取締役会の諮問機関として任意の組織である指

名報酬委員会を設置するなど、放送と通信という公共性の高い事業を展開する企業グループとして、経営の透
明性・健全性の確保・向上に取り組んでおります。2015年度からは、東京証券取引所が定める独立役員の要
件に加え、当社独自の独立性判断基準を新たに策定しております。
また、ステークホルダーの皆さまへの迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開により、

経営の透明性を高めてまいります。



連結計算書類
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第19期
2026年３月31日現在

資産の部
流動資産 186,605

現金及び預金 72,804
売掛金 48,791
リース債権 37,240
有価証券 4,996
番組勘定 285
商品 1,037
仕掛品 170
貯蔵品 257
前渡金 7,118
短期貸付金 3,853
その他 10,152
貸倒引当金 △102

固定資産 221,153
有形固定資産 151,212
建物及び構築物 8,693
機械装置及び運搬具 15,816
通信衛星設備 35,556
土地 4,697
建設仮勘定 78,906
その他 7,542

無形固定資産 5,634
ソフトウェア 5,594
その他 39

投資その他の資産 64,306
投資有価証券 53,752
繰延税金資産 5,810
その他 4,743

資産合計 407,759

科目 第19期
2026年３月31日現在

負債の部
流動負債 60,419

買掛金 61
1年内返済予定の長期借入金 8,649
未払金 10,325
未払法人税等 7,615
視聴料預り金 5,629
前受収益 20,754
賞与引当金 610
その他 6,772

固定負債 40,304
長期借入金 23,714
繰延税金負債 2,354
退職給付に係る負債 5,001
資産除去債務 2,300
その他 6,934

負債合計 100,723
純資産の部
株主資本 286,686
資本金 10,172
資本剰余金 132,110
利益剰余金 152,281
自己株式 △7,877

その他の包括利益累計額 16,866
その他有価証券評価差額金 3,621
繰延ヘッジ損益 6,007
為替換算調整勘定 6,791
退職給付に係る調整累計額 446

非支配株主持分 3,481
純資産合計 307,035
負債純資産合計 407,759

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
第19期

2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで

営業収益 127,584
営業原価 64,702

営業総利益 62,882
販売費及び一般管理費 27,608

営業利益 35,273
営業外収益

受取利息 2,564
受取配当金 16
為替差益 24
受取補償金 340
その他 419 3,364

営業外費用
支払利息 876
持分法による投資損失 2,146
その他 196 3,218
経常利益 35,420

特別利益
持分変動利益 414 414

特別損失
減損損失 852
投資有価証券評価損 73 926

税金等調整前当期純利益 34,908
法人税、住民税及び事業税 11,156
法人税等調整額 97 11,253
当期純利益 23,655
非支配株主に帰属する当期純利益 343
親会社株主に帰属する当期純利益 23,311

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
第19期（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,172 132,040 138,888 △7,924 273,177
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △9,919 △9,919
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 23,311 23,311

自 己 株 式 の 処 分 69 46 116
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 0 0
株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （純 額）

連結会計年度中の変動額合計 − 69 13,392 46 13,509
当期末残高 10,172 132,110 152,281 △7,877 286,686

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主

持 分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 310 1,694 6,260 65 8,331 200 2,465 284,174
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △9,919
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 23,311

自 己 株 式 の 処 分 116
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 0
株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （純 額）

3,311 4,312 530 380 8,535 △200 1,016 9,351

連結会計年度中の変動額合計 3,311 4,312 530 380 8,535 △200 1,016 22,860
当期末残高 3,621 6,007 6,791 446 16,866 − 3,481 307,035
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）会社計算規則（2006年２月７日法務省令第13号、最終改正 2025年3月31日法務省令第14号）に基づ

いて連結計算書類を作成しております。

（2）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 ９社

連結子会社の名称
スカパーJSAT㈱
JSAT International Inc.
JSAT MOBILE Communications㈱
JSAT IOM Limited
㈱ディー・エス・エヌ
JSAT Beyond Innovation LLC
㈱スカパー・ブロードキャスティング
㈱スカパー・エンターテイメント
㈱スカパー・ピクチャーズ
当連結会計年度より、新たに設立したJSAT Beyond Innovation LLCを、連結の範囲に含めてお

ります。
当連結会計年度において、連結子会社であった㈱Orbital Lasersについては、第三者割当増資を実

施したことにより、連結の範囲から除外し、持分法の適用範囲に含めております。
② 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社等の名称
「チ。 ー地球の運動についてー」製作委員会 他10社

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためで
あります。

（3）持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の非連結子会社数 11社

主要な会社等の名称
「チ。 ー地球の運動についてー」製作委員会 他10社
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② 持分法適用の関連会社数 28社
主要な会社等の名称
㈱ジェイ・スポーツ
日活㈱
㈱エム・シー・シー
Horizons Satellite Holdings LLC
Horizons-3 Satellite LLC
Horizons-4 Satellite LLC
㈱THReee entertainment
Sol Levante Sports㈱
㈱Space Compass
ナヴァリノジャパン㈱
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ
㈱Orbital Lasers
㈱トライサット・コンステレーション 他15社
上記のうち、㈱トライサット・コンステレーションは、新たに出資したため、当連結会計年度にお

いて持分法適用の関連会社に含めております。
当連結会計年度において、連結子会社であった㈱Orbital Lasersについては、第三者割当増資を実

施したことにより、連結の範囲から除外し、持分法の適用範囲に含めております。

（4）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちJSAT International Inc.及びJSAT Beyond Innovation LLCの決算日は、12月31日

であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連
結決算日との間に発生した重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。
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（5）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
ａ．有価証券

・満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっております。

・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）によっております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

ｂ．デリバティブ
時価法によっております。

ｃ．棚卸資産
番組勘定
個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ
っております。

商品
主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）によっております。

仕掛品
主として個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）によっております。

貯蔵品
主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）によっております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ：３ 〜50年
機械装置及び運搬具：２ 〜17年
通信衛星設備 ：12〜15年
その他 ：２ 〜15年

ｂ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主に５年）に基づいており

ます。
ｃ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
ａ．貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ｂ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち会社で定めた支給対象期間中の当連結

会計年度負担分を計上しております。
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④ 収益及び費用の計上基準
当社グループは、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換

に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しており、宇宙事業及びメディア事業の各報告セグメントにお
いて、以下の財又はサービスを提供しております。
ａ．宇宙事業
宇宙事業におけるサービスのうち主なものは、衛星回線サービスであります。
当社グループは、静止軌道上の通信衛星を経由して地上局との送受信を行うことで衛星回線サービスを

提供しており、当該サービスにおける収入は主に通信系サービスと放送系サービスにより構成されており
ます。
通信系サービスは、主に通信回線の販売及び周辺サービスからなるものであります。通信回線の販売等

については一定の期間にわたり履行義務を充足する取引として回線の提供に応じて収益を認識し、周辺サ
ービスについては個々の契約内容に基づき引渡しの完了時点またはサービスの提供に応じて収益を認識し
ております。これらの取引の対価は、請求日から概ね翌月までに受領しております。
放送系サービスは、主に有料多チャンネル放送の各チャンネルを運営する放送事業者に衛星回線を提供

するものであり、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引として、衛星回線の提供に応じて収益を認
識しております。これらの取引の対価は、個々の契約内容に基づき、６ヶ月から12ヶ月分を一括で請求、
または月額を月次で請求しており、請求日から概ね翌月までに受領しております。
なお、一部の回線販売及び機器販売については、これらのサービス利用者への財又はサービスの提供に

おける当社グループの役割が代理人に該当する取引として、サービス利用者から受け取る額から回線等の
提供者に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。また、回線契約の開始時に収受す
る登録料については、見積り平均契約期間にわたり認識することとしております。
ｂ．メディア事業
メディア事業におけるサービスのうち主なものは、放送・配信に関するプラットフォームの提供であり

ます。
当社グループは、衛星放送の「スカパー！」を中心として、光回線・インターネット等の様々な伝送路

を通じた放送プラットフォームを展開しており、加入者に対して放送・配信を行うとともに、プラットフ
ォーム上の各チャンネルを運営する放送事業者に対して顧客管理業務等のプラットフォームサービスを提
供しております。これらのサービスにおける収益は、主に視聴料収入・基本料収入・業務手数料収入・
FTTH収入により構成されております。
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視聴料収入及び基本料収入は一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、加入者との放送契約
約款に基づく放送サービスの提供に応じて収益を認識しております。これらの取引の対価は、請求日から
概ね翌月までに受領しております。なお、視聴料収入は、視聴者への財又はサービスの提供における当社
グループの役割が代理人に該当する取引であるため、視聴者から受け取る額から番組供給事業者等に支払
う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
業務手数料収入は一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、放送事業者との契約に基づくプ

ラットフォームサービスの提供に応じて収益を認識しております。これらの取引の対価は、請求日から概
ね翌月までに受領しております。
FTTH収入は一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、テレビ視聴サービスの提供に応じて

収益を認識しております。これらの取引の対価は、主に回収代行会社を経由し、サービスの提供から概ね
８ヶ月以内で受領しております。なお、フレッツサービスの契約の開始時に収受する登録料については、
見積り平均契約期間にわたり認識することとしております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
ａ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。

ｂ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10〜17年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間（12年）による定額法によ

り費用処理しております。
ｃ．小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整
勘定に含めて計上しております。

⑦ 重要なヘッジ会計の方法
ａ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特
例処理を採用しております。

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 為替予約及び金利スワップ
ヘッジ対象 外貨建予定取引及び借入金利息であります。

ｃ．ヘッジ方針
内部規程に基づき、為替変動リスクを回避する目的で為替予約を、借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップを実需の範囲内で利用しております。
ｄ．ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引及び金利スワップ取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であ
り、ヘッジ開始以降のキャッシュ・フローを固定できるため、有効性の判定を省略しております。
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２．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 5,810百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する内容
当社グループは、収益力やタックスプランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を考慮し

て繰延税金資産を計上しております。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、前提とした条件や仮定に変更が生

じた場合、翌連結会計年度において繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性がありま
す。
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３．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 264,657百万円

（2）担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
現金及び預金 3,334百万円
売掛金 28,639百万円
リース債権 3,604百万円
流動資産「その他」 390百万円
計 35,968百万円

（注）Ｘバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業に関するコミットメントライン契約に基づく借入金
を担保するものであります。

担保付債務は、次のとおりであります。
１年内返済予定の長期借入金 4,951百万円
長期借入金 22,282百万円
計 27,233百万円

（3）当座貸越契約及びコミットメントライン契約（借手側）
運転資金の効率的な調整を行うため、取引銀行９行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結

しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 13,200百万円
借入実行残高 −百万円
差引額 13,200百万円
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４．連結損益計算書に関する注記
（1）減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
用途 場所 種類 減損損失（百万円）

遊休資産 東京都港区
ソフトウェア 647

その他 102

遊休資産 群馬県北群馬郡榛東村 建物他 102
（資産のグルーピングの方法）

当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分をもとにグルーピングを行っており、遊休
資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

（減損損失の認識に至った経緯）
今後の使用見込みがなくなった資産グループについて減損損失を認識いたしました。

（回収可能価額の算定方法）
遊休資産については、回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、他への転用や売却が

困難であるため、零としております。

（2）持分変動利益
当社の連結子会社であった㈱Orbital Lasersによる第三者割当増資に伴い、持分変動利益を計上しており

ます。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度
末の株式数(株)

発 行 済 株 式
普 通 株 式 297,681,264 − − 297,681,264

合計 297,681,264 − − 297,681,264
自 己 株 式

普 通 株 式 14,323,086 2,753 84,365 14,241,474
合計 14,323,086 2,753 84,365 14,241,474

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2,753株は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。また、
普通株式の自己株式の株式数の減少84,365株は、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分したことに
よるものであります。

（2）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年４月25日
取締役会 普通株式 4,533 16 2025年３月31日 2025年６月５日

2025年11月５日
取締役会 普通株式 5,385 19 2025年９月30日 2025年12月５日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年４月28日
取締役会 普通株式 6,519 利益剰余金 23 2026年３月31日 2026年６月４日
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については一時的な余剰資金を安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に
ついては銀行借入及び社債発行による方針です。また、デリバティブ取引は後述するリスクを回避するた
めに利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
売掛金及びリース債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当社グループの与信管理規程に従

って取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握すること
で当該リスクを管理しております。
満期保有目的の債券は、主に一時的な余剰資金の運用を目的とした債券であり、発行体の信用リスクに

晒されておりますが、当該リスクを軽減するために格付けの高い債券のみを対象としております。
その他有価証券は、主に上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクを

軽減するために定期的に時価や投資先の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。これらの営業債務は資金調達に

係る流動性リスクに晒されておりますが、一定の手元流動性を維持する資金計画を作成・実行するととも
に、取引金融機関と締結したコミットメントライン契約等により当該リスクを管理しております。
借入金は、PFI事業及び事業投資・設備投資に係る資金調達によるものであります。このうち変動金利

の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、一部については金利スワップ取引を利用して支払金
利を固定化しております。
デリバティブ取引は、通信衛星設備等の調達に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした

為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引で
あります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法
等については、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「（5）会計
方針に関する事項 ⑦ 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っております。ま

た、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために格付けの高い金融機関とのみ取
引を行っております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日現在（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
（1） 売掛金 48,791

貸倒引当金 △65
48,725 48,129 △596

（2） リース債権 37,240 34,935 △2,305
（3） 短期貸付金 3,853 3,853 −
（4） 投資有価証券

その他有価証券
株式 17,062 17,062 −
新株予約権 1,000 1,000 −
その他 159 159 −

(5) １年内返済予定の長期借入金 8,649 8,647 △1
（6） 長期借入金 23,714 23,362 △351
（7） デリバティブ取引 (＊3） 8,566 8,566 −

(＊1)「現金及び預金」、「有価証券」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「視聴料預り金」については、現金
であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し
ております。
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(＊2）市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、「(4)投資有価証
券」には含めておりません。

（単位：百万円）
区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非上場株式 34,403
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 1,126

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020
年３月31日）第５項及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号
2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象としておりません。

(＊3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
については、（ ）で示しております。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 17,062 − − 17,062

新株予約権 − − 1,000 1,000

その他 − − 159 159

デリバティブ取引

通貨関連 − 8,252 − 8,252

金利関連 − 314 − 314

資産計 17,062 8,567 1,159 26,789

デリバティブ取引

通貨関連 − 0 − 0

負債計 − 0 − 0



67

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

売掛金 − 48,129 − 48,129

リース債権 − 34,935 − 34,935

短期貸付金 − 3,853 − 3,853

資産計 − 86,918 − 86,918

１年内返済予定の長期借入金 − 8,647 − 8,647

長期借入金 − 23,362 − 23,362

負債計 − 32,009 − 32,009
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（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

その他有価証券のうち、上場株式については、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な
市場で取引されているため、その時価はレベル１に分類しております。非上場新株予約権及び転換社債
型新株予約権付社債については、直近の独立した第三者間取引やファイナンス価格の情報が利用可能な
場合、時価は当該直近の取引価格等に基づいて算定しており、観察できない時価の算定に係るインプッ
トを使用しているため、その時価はレベル３に分類しております。なお、直近の取引価格について、取
引発生後、一定期間は有効であるものと仮定しております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引は金利スワップ及び為替予約であります。これらの時価は取引金融機関から提示され
た価額等によっていることから、その時価はレベル2に分類しております。なお、金利スワップの特例
処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価
は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

売掛金、リース債権
回収に長期間を要する債権については、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を満期までの期
間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっていることから、その時価はレベル
２に分類しております。また、短期間に回収される債権については、時価は帳簿価額とほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。

短期貸付金
短期貸付金については、一定の期間ごとに区分した当該貸付金の元利金の合計額を、国債等の適切な指
標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によっていることから、その時価はレベル
２に分類しております。なお、これらは変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、かつ
貸付先の信用状態が貸付実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっております。

１年内返済予定の長期借入金、長期借入金
固定金利による借入金については、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額（金利スワ
ップの特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計
額）を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値によっていることから、その時価はレ
ベル２に分類しております。また、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、かつ当社の信
用状態は資金調達実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっております。
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（注２）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
① 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

(単位：百万円)

区分 投資有価証券

期首残高 −
当期の損益又はその他の包括利益 ４
損益に計上 −
その他の包括利益に計上 ４

購入、売却、発行及び決済の純額 1,155
レベル３の時価への振替 −
レベル３の時価からの振替 −

期末残高 1,159
当連結会計年度の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日
において保有する金融商品の評価損益

−

② 時価の評価プロセスの説明
当社グループは、時価の算定に関する方針等に従い、時価を算定しております。算定された時価は、時

価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証してお
ります。また、算定結果については適切な責任者が承認しております。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用

いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法
及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証してお
ります。
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７．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

当社グループは、顧客との契約から生じる収益を顧客との契約に基づきサービス別に分解しております。
当連結会計年度におけるこれらの分解した収益とセグメント営業収益との関連は、以下のとおりでありま

す。
(単位：百万円)

セグメント 主要な財または
サービスの種類 金額

宇宙事業 通信 59,156
放送 6,883

計 66,039
メディア事業 視聴料（注１） 12,995

業務手数料 13,682
基本料 9,052
FTTH 10,599
その他 15,215

計 61,544
外部顧客への売上高（注２） 127,584

（注１）視聴者から受け取る対価の総額から、番組供給事業者への支払額を控除した金額を収益として認
識しております。

（注２）外部顧客への売上高の内訳には、「顧客との契約から生じる収益」以外のその他の源泉から生じる
売上高が5,732百万円含まれております。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 （5）会計方針に関する事項

④ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（3）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約負債の残高等

当連結会計年度における顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権 52,503 48,361
契約負債 21,202 21,028

契約負債は、主に宇宙事業の通信系サービスにおける顧客からの前受対価であり、当社グループが契約
に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。契約負債は連結貸借対照表上、流動負債の「前受収
益」、「その他」、及び固定負債の「その他」に含まれております。
当期において認識した収益のうち、期首現在の契約負債に含まれていた金額は5,306百万円であります。
当期における契約負債の変動の主な要因は対価の受け取りによる増加と収益の認識による減少でありま

す。なお、当期において、過去の期間に充足した履行義務から認識した重要な収益の額はありません。
② 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格は、当連結会計年度末において150,967百万円であります。当該履行
義務は、主に宇宙事業における長期契約に関するものであり、今後１年から18年の間で収益を認識するこ
とを見込んでおります。

８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,070円96銭
（2）１株当たり当期純利益 82円25銭
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９．重要な後発事象に関する注記
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2026年４月１日を効力発生日として、当社を存続会社、当社の特定子会社であるスカパー

JSAT㈱を消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。また、同日付にて商号を「スカパーJSAT株式会
社」に変更しております。

（1）被結合企業の名称及び事業の内容
被結合企業の名称 スカパーJSAT㈱

事業内容 宇宙事業及びメディア事業

（2）企業結合日
2026年４月１日

（3）吸収合併の方法
当社を存続会社とし、スカパーJSAT㈱を消滅会社とする吸収合併であります。

（4）合併後企業の名称
㈱スカパーJSATホールディングス
（2026年４月１日付でスカパーJSAT株式会社に商号変更）

（5）目的
当社グループは2007年４月の経営統合による持株会社設立後、中核事業会社であるスカパーJSAT㈱

を中心に企業価値の向上に取り組んでまいりました。その後、動画配信サービスの普及や、宇宙関連の
政府予算増加や技術革新に伴う産業の発展等、当社を取り巻く事業環境が激しく変化する中、2030年度
に掲げる利益目標の達成に向けて、累計3,000億円超の成長投資を行うことを公表しております。静止軌
道衛星に加え、低軌道衛星を活用した宇宙ソリューションプロバイダーをはじめとする、成長戦略実行
には今まで以上のスピード、透明性、効率性が必要であります。持株会社と事業会社の二重構造を解消
し、経営における意思決定の迅速化、組織運営体制の効率化やコーポレート・ガバナンスの強化を図り、
企業価値のさらなる向上を実現してまいります。
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（6）吸収合併に係る割当ての内容
該当事項はありません。

（7）合併する相手会社の財政状態及び経営成績（2026年３月期）
総資産 354,516百万円

純資産 274,827百万円

営業収益 118,076百万円

当期純利益 23,148百万円

（8）実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。

10．その他の注記
該当事項はありません。
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貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第19期
2026年３月31日現在

資産の部

流動資産 7,922

現金及び預金 276

未収入金 255

関係会社預け金 7,305

その他 85

固定資産 151,942

有形固定資産 51

建物 48

工具器具備品 3

無形固定資産 46

ソフトウェア 46

投資その他の資産 151,845

関係会社株式 151,739

繰延税金資産 105

資産合計 159,865

科目 第19期
2026年３月31日現在

負債の部

流動負債 197

未払金 91

未払法人税等 2

その他 103

固定負債 301

資産除去債務 301

負債合計 498

純資産の部

株主資本 159,366

資本金 10,172

資本剰余金 142,636

資本準備金 100,172

その他資本剰余金 42,464

利益剰余金 14,434

その他利益剰余金 14,434

繰越利益剰余金 14,434

自己株式 △7,877

純資産合計 159,366

負債純資産合計 159,865

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 （単位：百万円）

科目
第19期

2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで

営業収益 900

販売費及び一般管理費 965

営業損失（△） △65

営業外収益

受取利息 78

その他 4 83

営業外費用

支払利息及び社債利息 20

その他 1 21

経常損失（△） △3

税引前当期純損失（△） △3

法人税、住民税及び事業税 △203

法人税等調整額 △20 △224

当期純利益 221

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
第19期（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

純資産
合 計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利 益

剰余金
合 計繰越利益

剰 余 金
当期首残高 10,172 100,172 42,394 142,567 24,132 24,132 △7,924 168,948 168,948
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △9,919 △9,919 △9,919 △9,919
当 期 純 利 益 221 221 221 221
自己株式の処分 69 69 46 116 116

事業年度中の変動額合計 − − 69 69 △9,697 △9,697 46 △9,581 △9,581
当期末残高 10,172 100,172 42,464 142,636 14,434 14,434 △7,877 159,366 159,366
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ：10年
工具器具備品 ：５ 年

② 無形固定資産
定額法によっております。
自社利用のソフトウェアの減価償却は社内における利用可能期間（主に５年）に基づいております。

（3）収益及び費用の計上基準
当社の営業収益は保有する子会社株式に関する受取配当金であります。受取配当金については、配当金の

効力発生日をもって認識しております。

２．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 241百万円
（2）関係会社に対する金銭債権債務（区分掲記したものを除く）
① 短期金銭債権 255百万円
② 短期金銭債務 69百万円

（3）取締役に対する金銭債務
短期金銭債務 68百万円

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高（区分掲記したものを除く）
（1）営業取引高
① 営業収益 900百万円
② 販売費及び一般管理費 214百万円

（2）営業取引以外の取引高
受取利息 77百万円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首
の 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 14,323,086 2,753 84,365 14,241,474

合計 14,323,086 2,753 84,365 14,241,474

５．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （百万円）
税務上の繰越欠損金 457
関係会社株式評価損 323
その他 148
繰延税金資産 小計 930
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △457
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △352

評価性引当額 小計 △809
繰延税金資産 合計 120

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △15
繰延税金負債 合計 △15
繰延税金資産の純額 105

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。

（3）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に

関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理
又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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６．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

属 性 会社等の
名 称

資本金又
は出資金
（百万円）

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
（被所有）
割合（％）

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
スカパー
JSAT㈱

50,083
宇宙事業、
メディア
事業

所有
直接100 有6名

資金の貸
付・預け、
業務委託等

資金の回収 10,000
− −

利息の受取
（注１） 77

資金の預け
（注２） △9,644 関 係 会 社

預 け 金 7,305

通算税効果額 198 未 収 入 金 198

業務委託料
（注３) 184 未 払 金 50

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）スカパーJSAT㈱への貸付金の金利については、市場金利を勘案して決定しております。
（注２）当社グループは、スカパーJSAT㈱を統括会社として当社グループの資金を一元管理するキャッシ

ュ・マネジメント・システムを導入しており、金利については市場金利を勘案して決定しておりま
す。これによる当社からスカパーJSAT㈱に対する資金の預けに関する取引金額は純増減額を記載し
ております。

（注３）業務委託料については、当事者間の交渉により決定しております。
（注４）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めております。
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７．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
当社の収益は受取配当金のみであり、顧客との契約から生じる収益はありません。

８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 562円26銭
（2）１株当たり当期純利益 0円78銭

９．重要な後発事象に関する注記
(連結子会社の吸収合併)

当社は、2026年４月１日を効力発生日として、当社を存続会社、当社の特定子会社であるスカパー
JSAT㈱を消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。
また、同日付にて商号を「スカパーJSAT株式会社」に変更しております。
詳細につきましては、「連結注記表 ９．重要な後発事象に関する注記（連結子会社の吸収合併）」をご

参照ください。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月11日
スカパーＪＳＡＴ 株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 太 洋
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 田 久

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、スカパーＪＳＡＴ株式会社（旧会社名 株式会社スカパーＪＳＡＴホ

ールディングス）の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スカパーＪ

ＳＡＴ株式会社（旧会社名 株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス）及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月11日
スカパーＪＳＡＴ 株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 太 洋
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 田 久

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、スカパーＪＳＡＴ株式会社（旧会社名 株式会社スカパーＪＳＡ

Ｔホールディングス）の2025年４月１日から2026年３月31日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第19期事業年度における取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受

けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針及び監査計画等に従い、取締役、内
部監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任監査法人ト
ーマツと協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月12日

スカパーJSAT株式会社 監査役会

常勤監査役 谷 口 浩 司 ㊞
常勤監査役 内 川 雅 規 ㊞
社外監査役 高 橋 勉 ㊞
社外監査役 大 友 淳 ㊞

以 上



■ 第18回定時株主総会 開催

■ 防衛省向け地球観測衛星（光学）
データ提供業務を約90億円で受注

■ Green Carbonへの資本業務提携を
決定
～衛星データの活用によるカーボン
クレジット信頼性向上に寄与～

■ 統合報告書2025発行

■「海のクレヨン」が国連の舞台へ！
SATELLITE CRAYON PROJECT
UNESCOからの要請で国連海洋会議の公式展⽰に抜擢

詳細は右記のQRコードよりご確認
ください。

■ スカパー ! 各種サービスを統合した新会
員制度「スカパー ! メンバーズ」を開始
今後のシステム戦略の基盤として活用

４月

６月

８月

10月

2025年度の主な取り組み
株主の皆さまへ

■ 10/21（火）～10/28（火）
日本経済新聞・朝刊 広告掲載

「教えて！テリーさん」連載（土日除く）
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■「InterBEE2025」に出展
メディアソリューション事業の取り組みを紹介

■ 通信衛星「Superbird-C2」の Kuバンド全容量をSES S.A.へ提供
～日本上空での機内Wi-Fiサービスの通信需要に対応～

■ NASA月探査計画「アルテミスⅡ」の
地上局に選定
～アジアの民間企業で唯一、有人月探
査ミッションを地上から支援～■ 国内初統合型ラジオマスターによる構

造課題解決へ
～スカパー東京メディアセンターでの
検証に成果～

11月

12月

1月

2月

3月

■ 防衛省と「衛星コンステレーションの整
備・運営等事業」に係る事業契約を締結
～特別目的会社における本事業の推進
について～

■ 株式会社日本格付研究所の
評価が「Ａ＋」へ格上げ

■ SpaceXと共に宇宙通信の未来へ！
次世代衛星『JSAT-31』『JSAT-32』打ち上げ契約を締結

■ 日本の防衛力強化へ
～防衛省の「衛星コンステレーション
の整備・運営等事業」を落札～

■ 新TVCM放映開始
芦田愛菜さん演じる「スカパージェイサッ子」が
地球観測ビジネスを紹介
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防衛省「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を受注
2025年12月24日、防衛省の公告「衛星コンステレーションの整備・運営等事業（以下、「本事業」）」を三菱

電機㈱、三井物産㈱、㈱QPS研究所、㈱Synspective、㈱アクセルスペース、三井物産エアロスペース㈱の６社
とともに落札いたしました。2026年１月26日には三菱電機㈱及び三井物産㈱と共同で、本事業を推進するため
の特別目的会社「株式会社トライサット・コンステレーション」を設立し、同年２月19日に事業契約（総額
2,831億円）を防衛省と締結いたしました。
本事業は、脅威圏外の離れた位置から目標に対処することで、外部からの攻撃を効果的に阻止するスタンド・オ
フ防衛能力の実効性を確保すべく、必要な画像情報を安定的に取得することを目的としており、民間企業が運営
する衛星コンステレーションを構築するPFI事業（民間資金等活用事業）として実施されます。現状の商用衛星
による画像提供では、画像取得のタイミング等に制約があることから、防衛省が画像取得の優先権を持ち、同省
が必要とするタイミングでの画像取得に対応できる構成の衛星コンステレーションを構築するものです。
今後、同特別目的会社主導のもと、７社共同で画像データを取得する衛星コンステレーションと専用地上施設を
整備・運用し、防衛省のニーズに応じて、高頻度かつ安定的に衛星画像を提供してまいります。

当社はこれまで培った経験、技術、設備等のアセットを最大限に生かし、わが国の安全保障や防衛産業基盤の強
化に貢献すべく、特別目的会社の運営を通して、着実な本事業の遂行に寄与いたします。そして、本事業を通し
て当社宇宙事業の新たな成長機会の獲得につなげてまいります。

2025年度トップニュース
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IR活動報告

第19回株主様アンケート結果のご報告
第19回株主様アンケートへのご回答ありがとうございました。株主の皆さまからお寄せいただきましたご意見や
アンケート結果を踏まえ、より充実した情報をご提供できるようIR活動に活かしてまいります。

Q 当社のIR（投資家向け広報）活動に期待
することは何か（トップ３、複数選択可）

Q 当社ホームページで、今後充実を希望
する情報は何か（トップ３、複数選択可）

● 当社企業ホームページ内
IR 情報の充実

● 企業広報の充実（テレビ CM、
新聞広告等のメディア露出 )

● 投資家向けオンライン
説明会の拡充

0 10 20 30 40 6050

56%

24%

19%

● 宇宙事業に関する情報
● 業績に関する情報
● メディア事業に関する

情報
0 10 20 30 40 50 90807060

81%

38%

25%

2025年度も、皆様からのご要望の高い個人投資家様向け会社説明会を実施いたしました。中でも９月に
東京ビッグサイトで開催された「日経・東証IRフェア2025」は、国内最大級の個人投資家様向けイベン
トであり、米倉社長による会社説明会には、定員100名を超える来場者が集まり、大盛況となりました。
当社ブースにも２日間を通して900人以上の投資家の皆様にお立ち寄りいただき、「当社が宇宙事業に取
り組んでいることを初めて知った」「今後の成長性に期待し、投資を検討したい」といった声が多く寄せ
られました。直接いただいたお声は、今後のIR活動に活かしてまいります。

当社の事業内容やリリースにつきましては、以下の当社ホームページや各種SNSで公開しております。
ぜひご覧ください。

＜2025年度 個人投資家様向け会社説明会 活動実績＞
2025年７月 ラジオNIKKEI＆プロネクサス共催

「企業IR＆個人投資家応援イベント」
2025年９月 日経・東証IRフェア2025
2026年２月 SMBC日興証券主催 個人投資家向けIRセミナー
2026年３月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券協賛 個人投

資家向けIRセミナー

2025年度は計４回「個人投資家様向け会社説明会」を実施いたしました。

LinkedIn YouTube

日経・東証IRフェアで「宇宙実業社」をアピール

X当社
ホームページ
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配当金に関するご通知
当社の第19期剰余金の配当につきましては定款第38条の規定により、2026年４月28日開催の取締役会に
おきまして、以下のとおり決定いたしましたのでお知らせ申しあげます。

株主配当金

支払開始日（効力発生日）

１株当たり23円の期末配当

2026年６月４日(木)

● 配当金の受取りについて
同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡しの期間である2026年６月４日(木)から2026年７月10日(金)

までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口でお早めにお受取りください。口座振込をご指定いただきました株主さまには、
「お振込先について」のご案内を同封いたしましたので、入金をご確認くださいますようお願いいたします。

なお、株主の皆さまに「配当金計算書」を同封いたしておりますので、大切に保管いただきますようお願いいたします。

株主メモ お問い合わせ先

決算期日 毎年３月31日

定時株主総会 毎年６月

上記基準日 毎年３月31日

配当の基準日 期末配当３月31日
中間配当９月30日

取引市場 東京証券取引所
プライム市場

証券コード 9412

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式
会社
東京都千代田区丸の
内一丁目３番３号

お取扱窓口 証券会社に口座をお持ちの場合、各お取引の証
券会社等へお問い合わせください。証券会社等
に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）、
以下「お取扱店」にてお取次いたします。

お問い合わ
せ先

〒168-8507
東京都杉並区和泉２-８-４
みずほ信託銀行証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324

（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

お取扱店 みずほ信託銀行本店及び全国各支店

未払配当金
のお支払

みずほ信託銀行本店及び全国各支店
みずほ銀行本店及び全国各支店

※ 支払明細の発行については、上記の「お問い合わせ先」または「お取扱店」
をご利用ください。

配当金のご案内／株主メモ
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徒歩経路

銀座線／南北線銀座線／南北線
溜池山王駅溜池山王駅
出口14

銀座線銀座線
虎ノ門駅虎ノ門駅

出口3

日比谷線日比谷線
虎ノ門ヒルズ駅虎ノ門ヒルズ駅
出口A2a

虎ノ門二丁目

虎ノ門三丁目

※ご来場に際しましては、当社として専用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関のご利用をお願い申しあげます。

地下鉄の最寄り駅

Okura Parking 側道をお進みいただき、宴会場入口
（１階）をご利用ください。

定時株主総会
会場ご案内図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

スマートフォンまたはタブレット
端末から左記の「QRコード」
を読み取るとGoogleマップに
アクセスいただけます。

The Okura Tokyo（オークラ東京）
オークラ プレステージタワー２階「オーチャード」

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ☎03-3582-0111（代表）

🅐 外観写真

東京メトロ 銀座線
「虎ノ門駅」出口３徒歩10分

東京メトロ 銀座線／ 南北線
「溜池山王駅」出口14徒歩10分

東京メトロ 日比谷線

「虎ノ門ヒルズ駅」出口A2a
徒歩５分


